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平成22年度第1回血液事業部会適正使用調査会議事要旨 (案)
輸血用ュ液製剤の供給量について
アルプミン製剤の供給量にもいて       |      、
平成22年度血液製剤使用実態調査  ‐

輸血業務 。輸血製剤年間使用彙に関する総合的調査報告書
「輸血療法の実施に関する指針」改定案にらぃて
「血液製剤の使用指針」改定案について′

血液製剤使見通正化方策椰査研究事業にっいて

輸血療法の実施に関する指針         ′

血液製剤の使用指針      |

血嬌分画製剤の供給のあり方に関する検討会 中 間報告

日本赤十字社と田辺三菱製薬株式会社の血漿分画事業の統合の検討開始
に関する基本合意について      :    =  :
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適正使用調査会 委員名簿

氏  名     ふ りがな              ' 現   職

稲 田 英 一  い なだ えいいち  願 天堂大教授、順天摯医院 副院長

稲 波 弘 彦  い ななみ ひろ0こ  医 療法人財団岩井菫形外科内科病院長、理事長

薄 井 紀 子  う すι)の りこ    東 京慈意会医科本学附属第二病院腫瘍・血最内科 診晨部長

大 戸   斉  お おと ひとし   ,嬰 立「科大学輸血・移植免疫学講座教授・医学部長 :

兼 松 隆 之  か ねまつ たかし  長 崎市病院局 病麟 業魏 者

Jヽ山 信 彊  こ やま のぶや   東 邦大学医学部外科学講座心臓血管外科教授

鈴 木 邦 彦  す ずき く̀三ひこ  社 団法人日本医師会常任理事

鈴 木 洋 史 _す すき ひろし'  東 京大学医学部附属病院桝肝葉剤部長

高 橋 孝 喜  た かはじ こうき  東 京大糧 騨椰r l E病院綸血部教授爛山部長

田 中 純 子  た なか じゅんこ  ■ 島大学大学院… 制御学講座,教授

田 中 政 信  た なか まさのぶ  東 邦大学医療センター大森病院産婦人科教授

種 本 和 雄  た oもと かずお  川 崎医科群 心臓血管外科教授

牧 野 茂 義  ま きの しげよし   国 家公務員共済組合連合会虎の門病院輸血部長

益 子 邦 洋  ま しこ くにひろ   首 未医科大学千葉北総病院救命漱急センター長薇授

三 谷 絹 子  み たに きぬこ   獨 協医科大学配湊鷹瘍内科教授・診豪部長

`計15名,氏名五十音瀬)

平成22年 度第 1回血液事業部会適正使用調査会議事要旨 (案)

日 時 :平成22年7月27日 (火)16:00～ 18:00
場 所 :はあといん乃木坂 413会 議室    ダ

出席者 :

(委員)

高橋座長

稲由、稲波、大戸、兼松、河野、小山、佐川、鈴木 (洋)、日中 (純)、

日中 (政)、 種本t益 子、三谷、各委員

(参考人)                   .

田中参考人、牧野参考人、松本参考人.日 本赤十宇社

(事務局)

亀井課暴、光岡企画官、本坪柿佐、難波江補佐も1秋山需給専門官、他

議 題 :1 前 回の議事要旨について
21輸 血用血液製剤の供給量について

31ア ルブミン製剤の供給量について

4 η 09年 輸血業務:輸事製剤年間使用量に関する総合的調査報告に

|つし`そ (日本輸血口細胞治療学会)
5 「輸真療法の実施に関する指針』及び「血液製剤の使用指針Jの

改正案について
6 平 成22年 度血液製剤適正化方策調査研究事業について

1 7 そ の他

議題 1に ついて

議事要旨に関する意見については、事務局まで連絡することとされた。

議題2について

事務局より、輸血用ユ液製剤 (赤血球製剤、新鮮藤結血漿製剤及び血小板製

剤)の 供給量は、平成18年 以降いずれも増加傾向にあることが報告された。

議題3に ついて
′
   |

事務局より、
‐
アルブミン製剤の供給量は13年 ぶりに増加に転じたこと、国

内自給率は平成19年 まで増加していたが、平成20年 以降は低下傾向にある

ことが報告された。国産製剤と輸入製剤の間に価格差があり、より安価な輸入



製剤が選択されやすいのではないかとの指摘等があることから、コスト構造や
供給の問澤に,いて,血漿分画製剤の供給のあり方に関する検討会こさぃて議
論する予定であると説明された。

議題4に ついて ,        ・
「2009年輸血業務1輸血製剤年間使用量に関する総合的調査Jの報告として、

牧野参考人より、各地域におiする輸血管理体制と血液使用状況に関して、自中
参考人より、アィレブミン製剤の管理 ・使用状況に関して説明がなされ、下記の
ような意見が出されたe

O合 同輸血療法委員会がなく輸血管理体制が整備されていなぃ都道府県につ
いては、合同輸血療法委員会あ設置が必妻tは ないが:    |°
参横【:こ二ま撃]鼻暦T棋罫鑢 ぉ警言1腹屈『ぶFI脊

出し下
O典 液製剤9使 用1状,の 把燿と適軍`ヒの林村においては、対魯疾患ゃ使用目
的 (治療方法)を 分析することが有用ではなぃか。

0ア ルブミィ製剤の自坤率が、1高琴製痢ゼは,9968晨 であるァ方、寺張嚢剤
では 14"程 度IF貿事?て いることについて:等 張製剤の国内メ‐カーが少
ないことが大きな要因ではないか。 i               :

Oア ルブミン製剤にういて、献車
・非献血のBll、国産 1外国産の'1と―いった

実質的な内容を伴うィンフォ‐ム ド・コンセントの実施状況が20%程 度で
あることから、今後どのような対応がそきるか、研率班や血漿分回製剤の
供給の●り方に関する検討会での議論を踏まえ、検討してぃきたい。

議題らについて _               ‐

松本参考人事り、 「輸血療法の実摘に関する指針J(以 下、実施指針)及 び
「血液製剤の使用指針J(以 下、撃用指針)に つぃて,日 本輸血 ・細籠治療学

会輸車療法委員会の改正案め脱萌がなされ｀下IEのような意見が出された:

:言li:lilil警:甘ili,:li詳'「1:F撮暑意思
:言母貨糧:警1711警1雷管奮:墨111,1様農鼻鷲義基翁者:翼意

に応じて見直した方が良いのではないか.
0使 用指針にお1する新鮮凍結血栞の ABO血液型不通含輸血につぃてこヶニス

■に具体的に典な型を明示■な方が良いのではないか。
O使 用指針の非代慣性lT積変:|おけるアルブミン使用について、指針として

は、内容が辞しすぎるため、詳細な数値等がない方がより受け入れられる
のではないか。

なお、今後の改訂作業にっいて、委員からの指摘等を踏まえて、再度議論す
るここされな:また、今回の改正案に関するな見については、事務局まで連絡
することとされた。             1

識題6に ういて

事務局より、平成22年 度の血液製剤使用適正化方策調査研究事業について、

各都道府県に設置された合同輸血療法委員会の中から約 loを 選定し、調査研

究の成果は、成果報告会及び報告書の公表を通じ
・
Cフ ィニドバッタする予定で

あることが報告されたも

以上
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(財)血液製剤調査機構醐ベ (財)血液製剤調査機構調べ
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アルブミン製剤の国内使用推移 帥 漱襲剤調査颯情のデー
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平成19年9月以降の供給曇は、おおむね前年同月を上回り、年次供給量は前年を上回つている。
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年次供給本数は、FFPIRの 供給及び切替えにより、平成19年、平成20年では減少し、平成21以降は増加している。
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榔

平成22年度血液製剤使用実態調査

平成 22年度血液製剤使用実態調査       ‐

日本輸血 ・細胞治療学会
1.目 的         ‐

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (血液法)」では、血液製剤の特殊性にかんがみ、①安全性の向上:② 国内

自給の原則、安定供給の確保、③適正使用の推進、④公正の確保及び透明性の向上を法の基本理念として場げていぅ。湾IE使用の

推進の観点から 「血液製剤の使用指針」及び 「輸血療法の実施に関する指針Jを 都道府県に通知しているが、いまだ十分に周知徹
底しているとは言えない。今後、少子高齢化社会の進展により輸血用血液製剤を必要とする高齢者の割合が増える一方で、将来の

献血を担う若年層の割合が減少することが見込まれる。このため、各医療機関において血液製剤の管理体制を整備し、血液製剤の

使用状況をIE4に把握することが重要である。

そこで、これらの方策を講ずる上で必要な医療機関における血液製剤の使用状況及び適正使用の促進状況等を把握するために基
礎資料を作成するため、本調査を行うものである。

口 回答集計 0010特      :
アンケ■卜対象施設数       _

輸血業務 ・血液製剤年間使用量調査回答施設

11435搬

43521虐膚受 (38.060/●)

く●メント>                                             ‐

2,9`年■厚幣 単独にょる調脊で|,、 回答率ヽ68.6%と高くこ回答施設も5452施設と最高であうた.対 象は厚労省が把握していぅ2o床然上の事床を有する■般病眸7952事摯としていた「211:∫詰ぜ醤撃柵 菫篇負品広雷盟義盤賜騒霧余奪日本臨床衛生検査技敵会と協力して実施した。さらに2010年 は2

われた11,435施設を対象として調査したが、はじめて輸血アンクート調査を依頼した小規模医療施設01o床 未満固鋤が多く含ま
れていたせいか、回答率が伸びなか0た。

血漿分画製剤の自給率(年次:供給曇ベース)の推移
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実施年次 20054■ 2 0 0 8年 20o9年 2010′「

調査依頼施設数 7,952 7,357 7,762 11,435

回答機 5,452 3,208・ 2.332 4,352

回答率 63.6% 40.3% 30.0% 38.1%

平成9年以前は年次、平成10年以降は年度



■ 都 道府県別の調査回答率 畦 ⊃ 一 合同輸血療法委員会設立の有無別一

2.調 査結果

1)基 本項目

① 一般病床数にっいて (2010年)

年次別推移 (病床数)

平成22年 度血液蜘 使用実態調査

―  H21年 度までに設立
―  H22年 度に設立
―  H23年 度に設立
中  未 設立

平成22年度血液製剤使用実態調査

600

伽
　
　
　
伽

調
査
回
答
率

（
％
）

宮
崎
県

鹿
児
島
県

茨
城
県

徳
島
県

長
崎
県

愛
知
県

北
海
道

広
島
県

滋
賀
県

福
井
県

熊
本
県

和
歌
山
県

佐
賀
県

大
分
県

鳥
取
県

高
知
県

埼
玉
県

山
梨
県

愛
媛
県

栃
木
県

福
岡
県

大
阪
府

岡
山
県

千
葉
県

官
城
県

京
都
府

石
川
県

兵
庫
県

山
口
県

，

崚
阜
県

奈
良
県

岩
手
県

神
奈
川
県

福
島
県

香
川
県

静
岡
県

長
野
県

山
形
県

二
重
県

富
山
県

沖
縄
県

東
京
都

青
森
県

秋
田
県

群
馬
県

新
潟
県

島
根
県

*集計後に送られてきた■9施 設は除いている。2009年 に日赤より血液製剤が供給された施設を対象に調査を依頼した
0

項 目 依頼施設数 回答数 口答率 比 率 施設規模別 施設規模別%

0床 3127
．４６ 14.74%

34.78%

10.59% 0床 10.59%

1～19床 2128 718 33.74% 16.50%

1・299床 3145 72.26%

20～99床 2988 1190 39.83% 2■34%

100-199床 897 56:92% 20.61%

200～ 299床 61.82% 7.81%

300～ 399床 454 288 63.44%
66.00%

6.62%
300・499床 10.62%400-499,k 246 174 70.73% 4.00%

500～ 599床 103 76.30%

81.84%

2.37%

500床 以上 284 6.53%

600-699床 78 83.87% 1.79%

700～ 799床 82.05% 0.74%

800～899床 23 79.31% 0.53%

900～999床 20 95.00% 0.44%

1000床 以上 29 98.55% 0.67%

全体 11416カ 4352 100%

年次 2CX15年 2∞8年 2 a 1 9年 20104F

0床

400床
3978

C8605"

34α鵬9o
2477

C77.2296p

`82●
Jり

1762

f 7 5 5 6 9 6 1

461o“ b"
3606

086961

1‐19床
1・299J根

0 3978

4800696J

2443

C761590

1680

0204"

718 3145

0227●20‐299ルκ 3978 2421 1662 2427
-300‐499ルヽ 400 865% 448 13.96% 14.62% 462 10.62%

500床 以上 245 5。30% 283 8."% 229 9.82% 284 6.53%

全体 4623 3208 2332 4352
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くコメント>              ‐

医療法人関連団体が最も多い(1663施設;38.210/●J。今までは輸血アンケート調査依頼をしていなかつた診療所からの回答が多く含
まれていた(1075施設;0床 :382施設、1‐19床 :666床、20‐99床 :26床、100床以上:1施設ヽ病院の種類別の年次推移では、

今回多かった診療所を以前からの分類の 「その他」に分類した。

③ DPc取 得の有無 0010`→

0床 1-299床 300・499床 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

取得あり 0.36% 396 14.32% 315 70.47% 244 89.05% 25.40%

取得なし 276 99.64% 2370 85.68% 132 29.58% 30 10.95% 2808 74.60%

合計 277 2766 274 3764

0年 次別推移 CDPC取 得施設)

20084「キ・ 2009年 2010年

施設数 比率 施設数 比率 躍 比率

取得あり 436 44.54% 699 29.97% 956 25.40%

取得なし 643 5546% 1633 7003% 2808 74.60%

合計 2332 3764

*誤記入と思われる:**2008年 実施の緊急調査報告書による

0 施 設規模別のDPC取 得施設の年次推移 12008年～2010年)

1‐299床 300‐499床 ≧50 0床

取得あり 取得なし 取得あり 取得なし 取得あり 取得なし

2008年膏 127 2α躍 492 79,480/ 149 71.980/ 58 28.020/ 166 92.81% 7.19●/

2∞9‐年 257 15.30°4 1423 拡 70X 230 67.45% 32.55% 210 91:窃 8.3レ

2010年 396 14:32% 2370 85.協 315 70.4704 132 29.53●4 244 89.050Z 30 10.9504

*2008年実施の緊急調査報告書にょる                   1

<コ メント>

施設規模が大きくなるにられてDPё導入施設の占ゅる割合は増加し、50o床メ上施設では39.05%の施設そDPCを 取得していた。

過去 3年間においてDPC導 入施設数は増加しているが、調査年次で回答施設数が異なるため、全体に占める割合は、どの規模の

5

1                   '―                   平 成22年度¨ 翻 難 調査

くコメン ト>

回答施設全体の82.“%は 300本未満の小規模医療施設であり、20～99床 の規模の医療施設が最も多かった。本邦で輸血医療を行

つている施設の大半は300床未満の施設である。回答率は施設規模が大きぐなるにつれて高くなった。都道府県別には島根県が

76.02%00r20施 設と最も良く、一方、宮崎県は 19.18%C42r219施鋤 と低く、4倍 の差があつた。              ・

② 病院の種類 0010年)

0年 次別推移 (病院の種類)

0床 1～299床 300・499ラに 5C10床以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

大学病院 0% 26 0.83% Q22% 82 28.87% 109 2.51D%

大学病院の分院 0.22% 12 0138% 3.46% 7 2.46% 0.83%

国立病院機構 ,医療C 0 0% 21 0.670/ 8.01% 19 6:69% 1.77●Z

公立。自治体病院 ヽ 0.22% 340 10.81% 29.00% 75 26.41% 550 12.64%

社会保険関連病院 1 0122% 36 1.14% 3146% 6 2.11% 59 1.36%

医療法人関連病院 11.98%
.1419

45.12% 32.25% 40 14.08% 1663 3821%

個人病院 2.82% 341 10.84% 2.38% 4 1.41% 869 8.48%

痴 382 82.86% 692 22.00% 0.22% 0 0% 1075 24.70%

その他 ‐174% 258 8.2Cl% 21.00Z 1■96% 9.51%

合計 3145 462 284 4352

2111D5年 2008年 2009年 20104F

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

国 202 4.37% 6.73% 183 7.840Z 222 5.10%

公的医療機関 906 19.60% 542 16.90% 413 17.71% 550 12.64%

社会保険関連病院 1.98% 1184% 47 2.02% 1.36%

医療法人関連団体 2580 55.81% 50.72% 48.93% 1663 3821%

個人病院 6.73% 10.94% 10.46% 369 8.48%

その他 535 11.57% 12.87% 304 13.04% 1489 34.21%

4623 3208 2332 4352
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傾向である。特に300床未満の小規模医療施設においては、過去 1年間に226施設が輸血管理料を取得しているが、全体的には17.78%とま

だ低く、一方、300床以上施設での新たな輸血管理料取得施設は決して多くない。

⑤ 過去 1年間 (2010年 1月～12月)の 輸血用血液製剤の使用の有無について

0 床 1～299床 30o・499,κ 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

使用あり 278 60130% 2818 89.60% 97.40% 282 99.30% 3823 87196%

使用なし 183 39.7賜 " 7 10“L("る 2.60% 2 0.70% 524 12.04%

合計 277 2766 447 274 4352

⑥ 過去 年間 (20 年 の血漿分画襲剤の使用の有無に月～12月 イ)い

0床 1～299床 300・499J掟 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 搬 数 比率 施設数 比率 施設数 比率

使用あり lC15 22.78% 2271 72.21% 435 7047% 278 97.89% 3089 70.98%

使用なし 356 7722% 874 27.79% 29.53% 2.11% 1263 29.02%

合計 3145 462 284 4352

くコメント>

入院病床を有する一般病院の場合、輸血用血液製剤を使用する施設は90%以 上に達するが、血漿分画製剤の使用に関しては有床施設の76169%

において実施されていた。今回の調査対象施設が2∞9年 に日赤より血液製剤の供給を受けた施設であつたが、病床を有していない施設10粛

では2010年 は血液製剤を使用していない施設が39,70%も含まれており、11299床施設でも10.400/が輸血用血液製剤を使用していなかった:
これらの施設では年によちて血液製剤を使用したうしなかったりする極めて使用量の少ない施設と思われる。

2 医 療機関の管理体制にっいて                                      ,

⑦ 輸血部門の設置にっいて (輸血業務の一元管理の有無)

0床 1～ 299床 300・499床 500床 以上 鉢

施設数 比 率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

―元管理している 140 52.83% 1747 62.28% 397 87.83% 268 951M% 2552 67:09%
一元管理していない 125 47.17% 1058 37.72% 12.17% 4.96% 1252 32.91%

合計 265 2805 282 3804

医療施設においても変化がない (むしろ低下傾向である).300床 未満施設の15%、

がDPC導 入している。           (

④ 輸血管理料IまたはIの 取得の有無

平成22年度血液製剤使用実態調査

300‐499床施設の 70%、500床以上施設の90%

0 床 1～299床 300・499ルk 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

輸血管理料Iを取得 2:C15% 8 2 3.07% 22.17% 43.17% 305 8.38%

輪血管理料Ⅱを取得 0% 432 16.16% 108 24.43% 6.83% 559 15.37%

取得していない 239 97.95% 2160 80.78% 236 53.39% 50.00% 2774 76.25%

合計 244 2674 442 278 3638

0 年 次別推移 (輸血管理料取得状況)

2 0 0 8年 2009年 2010年

施設数 比率∽ 施設数 比率∽ 施設数 比率∽

く300'に

輸血管理料 Iを取得
179 41.05

6.65
293 27.91

4.86
519

87
17.78

2.98

輸血管理料Πを取得 150 34.40 242 23Ю5 432 14.80

取得していない 58.95 72.09 2399 82.22

300・499床

輪血管理料Iを取得
140 45.75

18.95 56
48.91 206

98
46.60

22.17

輸血管理料Iを取得 82 26.80 79 28.62 108 24.43

取得していない 166 54.25 51.09 236 53.39

5面 床以上

輸血管理料Iを取得
49.37

3840
54.03

4455
139

120
50.00

43.17

輸血管理料nを 取得 10.97 20 9.48 19

取得していない 24 50:63 50.00

全体

輸血管理料Iを取得
436 44153

18.18
542

13.08
864 23.75

8:38

輸血管理料=を取得 258 26.35 341 22.19 559 15:37

取得していない 64.73 2774 76.25

くコメント>

2006年に新規保険収載された輸血管理料は、各医療施設の輸血管理体制の整備と血液製剤の適正使用に影響を与え、輸血管理料取得施設は徐々

に増カロしているが、いずれの規模の医療施設においても半分程度の取得状況であり、その割合はここ2～ 3年においては横ばいもしくは低下

6
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関する諸問題について検討し改善していこうとする医師が不在である。

0 年 次別推移 (輸血責任医師)

2005年 2∞8年 2 0 0 9年 2010年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

20・299J末

いる 0日腱) 68 1`90% 40 1.95% 3 4 2.42% 1.86%

い る (細 1407 39.22% 1058 51.32% 748 53.20% 48.92%
いない 2112 58.38% 959 46.73% 624 44.38% 1139 49.22%

30o・499″κ

いる 0日饉) 7 1.80% 5.42% 7.19% 9.29%

いる 0日饉) 295 75.84% 332 78.30% 78.14% 329 72.79%

いない 87 22.36% 69 16.27% 14.67% 17.92%

6 0 0床

以上

V るヽ ←調饉) 23.36% 34.41% 8 0 35.09% 34.40%

いる (蒲昨E) 158 64.75% 169 60.57% 60.09% 5887%

いない 29 11.89% 5,"% 4.82% 19 6.74%

全体

いる (嗜噛0 132 3.13% 159 5.77% 138 7.01% 5.97%

いる 0刺腱) 1860 4407% 1554 56.41% 1146 58.23% 1627 53.38%

いない 2228 5230% 1042 37.82% 684 34.76% 1239 40.65%

<コ メン ト>

輸血責任医師の任命状況は、2∞5年と比較すると全医療施設で増加傾向ではあるが、、ここ2～3年では、ほぼ横ばいであり、300床未満施設
では50%前後、300・499床施設では80～8,難 で、500床以上の大規模施設では90%以上であった。小規模医療施設では、経済的問題。人
員不足からか輸血責任医師の任命率が低がつた。                                ′

③ 輸血専従の臨床検査技師の配置状況について (*臨床検査技師自体がいない施設も含む)

'              平
成22年度血卿 翻 実態調査

<コ メント>

輸血業務の=元 管理は、300床 以上の病床を有する施設にぉぃてはOo.60%の実施率であり、一方、30o床未満施設では、61.47%と低い実施率
であった。

0 年 次別推移 (輸血業務の一元管理の有知                                            |

2∞ 64r 2008年 2∞ 94■ 2010年

施設数 比 率 機 比率 購 比率 籟 数 比率

20・299床
一元管理あり 1474 42.01% 1395 68.18% 68.12% 1497 65.06%
―元管理なし 2035 57.99% 31.32% 31.88% 804 34194%

300,499床

一元管理あり 275 70.88% 382 89.88% 302 90.42% 397 87.8協
一元管理なし 29.12% 10.12% 9.58% 12.17%

5 1 X l床

以上

―元管理あり 204 86.08% 266 95.68% 97.80% 268 95.04%
一元管理なし 13.92% 4.32% 2.20% 4.96%

全体

一元管理あり 1953 47.24% 2043 74.32% 1477 75.36% 2162 71.24%
二元管理なし 2181 52.76% 706 25.63% 483 24.64% 873 28.76%

くコメント>

過去5年間において、300床以上施設における輸血業務の一元管理は90%以 上の施設で実施されており、かなり整備されてきた。300床未満
施設における輸血業務の一元管理は、ここ2～3年は整備が進むことはなく、ほぼ横ばいの状態である。

③ 輸血責任医師の有無

くコメント>

600床以上の大規模医療施設における輸血責任医師あ任命状況は93.27%で実施されており、特に専任の輸血責任医師の占める割合が多し、 一

方、300床未満の小規模医療施設においては輸血責任医師 (専任、兼任)が 50%以 下OBI率 であり、施設に輸血医療に責任を持ち、輸血に

3

0床 1-299り に 300・499床 5∞ 床以上 全体

施設数 比率 躍 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

いる 0馴障) 1 0.35% 8 6 3.“% 184 40.71% 235 83.93% 506 13.19%

いる.0鮮D 14.49% 1470 51.60% 226 50:00% 12.14% 1771 46.16%

いない・
241 85.16% 1266 45.35% 4 2 9.29% 3.93% 1560 40.65%

合計 283 2849 452 280 3887

0床 1～299床 3CXl‐499床 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比 率 施設数 比率

いる (専任) 6.60% 2.39% 9.29% 34.40% 226 5.84%

いる 0由に) 8 8 30.56% 1289 45.24% 329 72.79% 166 58.87% 48.36%

いない 181 6285% 1492 52.37% 81 17.92% 6.74% 1773 45.80%

合計 288 452 282 3871
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⑩ 輸血業務の24時間体制 Oo10 0

年次推移 (輸血業務の24時間体制)

くコメント>

臨床検査技師による輸血業務の24時間体制は2005年 と比較するとかなり改善されてきた。

平成22年度血液製剤使用案態調査

くコメント>

輸血医療を実施しているにも関わらず、臨床検査技師自体が不在の施設が全体で747施設(19.23つ存在し、特に300床未満施設では、742施
設03:57りで不在であつた。300床以上の中～大規模医療施設では輸血担当の臨床検査技師が90%以上の施設で配置されていた:

0 年 次推移 (輸血担当検査技師)(*臨 床検査技師自体がいない施設も含む)                          .

2005月「 2008年 2009年 20104「

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

20・299床

いる 0日睦) 2.52% 4.71% 81 6.79% 88 3`63%

い る (11ヒイヨι) 2096 58.04% 1386 65.52% 931 66.60% 1388 60.66%
いない・

1424 39.44% 29.77% 386 27.61% 817 35.71%

300・499多末

いる (専任) 107 27.30% 174 41.13% 155 46.27% 40,71%

いる a日生) 257 65.56% 234 55.32% 49.55% 226 50.∞%

いない・
7.14% 3.55% 4.18% 9.29%

500ルヽ

以上

いる ∈駒睦) 172 70149% 77.98% 188 82.46% 235 83.98%

いる 0樹睡) 25.00% 20.22% 16、23% 12.14%

いス1い・
4=51% 1.80% 1.31% 3.93%

全体

いる 檬日障) 370 8.71% 486 17.74% 424 21.62% 502 16162%

いる (兼任) 2414 56.84% 1626
′
59.36% 1134 57.83% 1648 54.57%

いない・ 1463 34.45% 22.90% 403 20.55% 870 28.81%
<コ メン ト>

輸血業務を担当する臨床検査技師は、300床以上の病床を有する医療施設においては90%以上の施設で配置しており、専任の臨床検査技師の
占める割合が増加している。一方、300床未満の小規模医療施設においては輸血担当検査技師の占める割合が増えることなく、40%近くの施設
は不在であった。20床以上施設に限定し2∞5年調査結果と比較しても、300床未満の小規模医療施設での輸血担当検査技師の配置施設の割
合は大きくば増加していないことが分かる。

0 床 1～299床 300‐499床 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

検査技師による体制あり 34 37.78% 1802 79.28% 427 95.10% 272 97.14% 2535 81.99%

検査技師による体制なし 56 6222% 471 20.72% 2 2 4.90% 2.86% 557 18.01%

合計 90 2273 449 280 3002

20051「 2008年 2 0 0 9年 20104F

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

"唸 99床
24時間体制あり 1932 59.63% 1564 77.89% 1117 8147% 1710 :82.21%

24時間体制なし 1308 40.37% 444 22.11% 254 18.53% 370 17,79%

300‐499

床

24時間体積あり 329 84.79% 403 96.41% 327 97.90% 427 95.10%

24時 間体制なし 59 15。21% 3.59% 2`10% 2 2 4.90%

5 1 D床

以上

24鋪憫相 あり 2CD9 86.36% 270 97.4796 225 99.12% 272 97.14%

24時口俸劇なし 1334% 2.53% 2 0.880b 2.86%

全体
2時 同体制あり 2470 63.32% 2237 82.76% 1669 86:39% 2409 85`76%

24時 同体網なし 1400 36.18% 466 17.24% 263 13.619` 4 m 14.24%

① 輸血療法委員会の設置状況 0010年 )

( 0床 1～299床 300・499,k 500床以上 鉢

躍 比率 施設数 比率 躍 比率 施設数 比率 施設数 比率

設置あり 27 9.47% 1530 53:85% 416 92.04% 276 98.22% 2249 5828%
・設置なし 258 90.53% 1311 46`15% 7.96% 1.78% 41.72%

合 計 285 2841 281 3859



■ 都 道府県別輸血管理体制の整備状況 CFig.D

●―元管理  口 輸血責任医師の任命

平成22年度血液製剤使用実態調査

z輸 血療法委員会の設置■輸血責任技師の配置 口24時 間体制
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平成22年度血液製剤使用実態調査

⑫ 輸血療法委員会も年間開催回数

くコメント>             ,

輸血療法委員会は300床以上の医療施設においては90%以上の設置率であるが、血液使用頻度の少ない小規模医療施設では設置していない

施設の割合が多い。2010年の結果を2005年 と比較するために20床以上の施設に限定すると300床未満施設における輸血療法委員会rra置

施設は42.04%から64.14%に増加している。輸血管理料の取得基準に年間6回以上の輸血療法委員会開催が含まれているが、全体の28.07%

の施設では、その回数は実施されていない。300床以上施設においては80%以上の施設で1～2ヶ月ごとに開催されていた。

都道府県別の輸血管理体制では、島根県、新潟県、石川県でよく整備されており、宮崎県、北海道、鹿児島県で整備がilkれていた。
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0 年 次推移 (輸血療法委員会の設置状測

2005年 2 0 0 8年 2 0 0 9年 20104「

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

20・299ル薇
設置あ り 1516 4204% 1314 66153% 995 73.27●Z 1481 64.14%

設置なし 2090 57.96% 661 33.47% 363 26.73% 828 35.86%

300・499,k
設置あり 365 92.41% 396 95.19% 818 96.66% 416 92.04%

餃置な し 30 7059% 20 4.81% 3.34% 86 7196%

500床 以上
鑓 あり 236 96.33% 273 98.91% 223 98.67% 276 98.22%

設置なし 9 3.67% 1.09% 1.33% 5 1.78%

全体
役置あり 2117 49.86% 1983 74.35% 1586 80.29% 2173 71.43%

設置なし 2129 50.14% 684 25.65% 377 19.71% 869 28.57・Z

0床 1～2 9 9床 3∞ ・499ル恭 500床 以上 全体

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

0回 4 15.38% 62 4.10% 0.96% 2 0.72% 72 3.23%

1～ 5回 42.31% 432 28.55% 81 19.52% 30 10.87% 554 24.84%

6 回 5 19.23% 36.620Z 57.11% 67.39% 982 44.04%

7回 以上 6 23.08% 465 30.73% 93 22.41% 58 21.01% 622 27.89%

合計 1513 276 2230



0 輸 血実施患者の年次推移 0商 leの

2008年 2 0 0 9年 2010年

同種血輸血患者数 864551 1,093,798 1,197.326

自己血輸血患者数 141β18 169.685 143,757

平成22年度血液製剤使用実態調査  .

+:自己血輸血使用量は自己血輸血実施施設のみの使用量 (単位騰床)と する

● 回 答施設数の年次推移 (2005年調査が病床数20床以上であったためt2008・2010年 調査も20床未満施設は除いて解析した)

調査年の回答施設数および病床数より、2009年調査は500床未満の医療施設において回答施設が少なく、他の2005年、2008年 、2C110年と
異なるために、年次推移、特に病床当たりの血液製剤使用量を比較するには2009年調査以外で行う方が良いと考え、2005年、2∞8年t2010
年の結果を用いて年次推移の比較を行った。また、参考資料として20∞年の結果を含むグラフも添付した。

平成22年度m― l使用欄 査

【ユ液製剤の使用実態にっいて】
9 輸 血療法の実績について

① 輸血実施患者数 CTable l).

上記概算より、同種血輸血実施患者数=同種血単独輸血患者+自己血併用‐1,19■826人、自己血輸血実施患者数=自己血単独輸血患者十同種
血併用=143757人 である。同様に2008年と2009年の輸血実施患者数を概算したものを下記に示す。その結果より、近年あ輸血実施患者数
は増加傾向であることが推測される。これは過去3年間連続回答した施設 (1188施設)のみで概算しても1病床あたりの同種血輸血実施患者
数は増加傾向であつた (2008年:Q99A/bed、2009年 11.25人おed、2010年 :1.31メめeO。 一 方、自己血輸血実施患者数は2009年と
比較してやや減少傾向である。

②製剤別血液製剤使用量 (1病床当たりの使用量)*た だし使用量だ口の施設も含む

赤血球製剤 血小板製剤 血漿製剤 自己血+ アルプミン製剤 免疫グロプリン製剤

0・299,κ 3.93■Iわed 4.07Uゐ ed 1.23 17bed 0.55U/bed 22.10 め ed 2.42 め ed

300・499床 6.45 Ubed 9.70Uん ed 2.44 med 0.56U/bed 36.06質bed 3.79 めed

≧500床 10.72も ヽed 23.22Uゐ ed 5.45Uわ ed 0.79U/bed 61.65 υbed 8.20働 ed

全体 6.65 Ulbed 12.12Uわ ed 3.06Uゐ ed 0.65Uゐ ed 38.51製bed 4.62」 bed

2005年 % 2 0 0 8年 % 2009年 % 2010年 %

20・299床
施設数 3,978 8610 2421 76.8 1,662 74.5 21427 76.5

病床数 869,471 295,593 196,597 286,432

300‐499J薇
施設数 400 8,7 448 14.2 341 15.3 462 14.6

病床数 14■407 165,537 127,478 172,264

500床 以上
施設数 245 288 229 10.2 284 8。9

病床数 16a929 19Q265 158,9■ 197,940

全体
施設数 1 ∞ 3,152 2,232 100 3,173 100

病床数 685,807 65■396 482,986 656,686

2040年 輸血実施数 輸血実施率 平均輸血実施患者数 輸血実施予測患者数
病床数 ana … ●●● 日●●●● 自a●●● ●月 … 自己虫 ●● 口m● ●

0床 3127 461 0.147 256 OS 0.00 18397.27 0.00 0.∞

1～19床 2123 0,337 0`93 0.10 0■3 12.22 18.56 2.35 24105.86 49806 205m

20～ 99床 2988 1190 0398 1035 155 6 0 0.99 0.07 44.99 2421 132507.77 13050.04 87220

1∞～199床 1576 897 0.569 760 鰤 112 0.98 0.45 017 107.8 2235 4.97 167252.67 15833.01 1313.55

200～ 299床 550 340 0.618 281 186 9 4 0.98 0.69 227.72 32.37 5.71 12261583 12264.83 H0232

300-399ノに 454 288 0634 243 198 138 098 083 0.56 3 6 1 . 2 2 51.66 8.18 161387.18 19513.43 209305

4∞～499床 246 174 0707 122 9 6 0.99 0.89 0.71 658.63 74.6 8.03 160872戯 16342.10 1394.42

500～ 599床 103 0.763 5 8 0.98 0.90 073 849.11 11.56 11179849 11914.39 1144.80

600～ 699床 7 8 0.839 6 4 1 1∞ 0.98 0:87 1187.75 148.13 18.13 110460,5 135∞ .16 1465.04

7∞ん799床 3 2 0 . 8 2 1 2 8 2 4 1 . 0 0 0.92 0.86 1734 235 69 20625 67626.00 _8489.65 689.43

800～ 899床 2 9 0793 1.00 0.94 0.83 1270.22 193.65 18.73 3688638 530361 45262

900～999床 0.950 12 1 、∞ 0.93 0“ 1284“ 169 22.92 25683.60 3138.67 39289

1∞0床 以上 0.935 2 6 0.96 0.96 1`93.19 277.29 30.625 46288.89 825215 911.40

全体 11416 4352 0381 3387 1222 694 1,18ュ788.3tl 131,72009 12,03732



, 血液製剤使用ボ況m,D
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A:赤 血球製剤
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.          平 成22年度血液製剤使用実態調査

B:血 小板製剤
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.    成 22年■血液製剤使「実態調査

全而製剤の使用:全血使用施設341/86990.220/6bであり、o床 :4270(15.56り 、1・299床 :272厖7280.97°/oD、3∞‐499床 :18r437●̀12"、

500床以キ :9r2640.41"で あつた1比 較的多くの施設で、全血輸血が実施されていた (次年度は使用理由を設間に入れたい):

真液使用量      1                                           1  ,

*日赤からの年間総供給量 (右側の%は、報告された総血液製剤量が日本からの総供給量に占める割合を示す)
く=メ ント>                                                     ｀

実際、2009年に日赤より血液製剤を提供した11416施設でみてみると、300‐床未満施設は10369施設であり全体の90.8%を占めていた。2010

年の本調査では、輸血実施施設の割合は、20,299床の小規模医療施設が全体の75駆 であり、0・299床施設では82.9%であった。しかし、
そこで使用されている血液製剤は:赤血球製剤20～25%tm/J、板製剤10～15%、血漿製剤15%前後であり、いずれの製剤も5tXl床以上の大
規模医療施設が50駆 使用されていた。また、本調査回答施設側 された総血液製剤量は、いずれも月赤からの総供給量の70罐 を占

ゆていた (国内使用血液製剤の7割のデ‐夕を含んでぃる)。

アルプミン製剤 0 免疫グ由プリン製剤 0
2005年 2000年 " 2010J宇 20054F % 2 0 0 8年 2010年 %

20-299床 857033■7 314 4098045Ю 21.3 47631362 6565337 28.1 3156734 403008.3 214

300‐499,民 6507036=7 20B 46642304 242 51688575 567965.6 243 4018翡 ,7 25Ю 418489.8 22.2

≧|∞床 1221694211 448 104979112 54.5 1067139Ql 1110977B 476 889447.1 55.3 10640142 564

合計 27,2“β15.5 1912S,192:6 20,603β83.8 "35477.1 1,607,042 1即 55723

くコメント>

アルプミン製剤および免疫グロプリン製剤とも、小規模医療施設での使用量は20%程 憲であり、3CЮ床以上の中大規模医療施設において80%

が使用されていたご
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ぴ血漿製剤
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E:ア ルブ ミン製剤

平成22年度血液製剤使用実態調査
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平成 22年度血液製剤使用実態調査

■ 合 同輸血療法委員会の設置状況

一【］，］

H21年度まで11設立
H22年度に設立
H23年度に設立 ｀
未設立   ‐

:                                         平 成22年度血液製剤使用実態調査

くコメント>          ‐           ‐                        ‐

赤血球製剤と血小板製剤の病床当たりの使用量は増加傾向を示している。しかし、血漿製剤はやや減少傾向に転じている。アルプミン製剤は

2∞5年 より急速に減少したがtこ こにきて下げ止まつた感じがある:免 疫グロプリン製剤は2008年から26%弱増加している:特 に大規模医

療施設において、その標向が強い。
‐
しかし、2009年の結果を追加すると病床当たりの五液使用量け、tFしろ上げ止ま′●嬌じを撃ける:参 考

資料として、1患者あたりの赤血球製剤使用量“減少傾向であるが(下図左)、1病床当たりの輸血実施患者数は増加してぃる(下図右)。但し、
20床以上のすべての回答施設の結果をもとに作成した。            1    ‐

:   1患者当たりの赤血球使用量 ‐
:  :全体 `。●..刻卜2"床 _日‐300‐4994-500X以 上

1病床当たりの赤血球演用患者数

:  :全体 ・。◆:。邪り99A■ ■=300・499X― 麒 以上
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平成22年度血液製剤使用実態調査

血漿製剤嘲 用量は、心臓血管外

科で多く、次いで消化管出血を伴う

消化器外科 。内科と救急科が多く、

血漿交換にて FFPを 使用する血液

浄化療法料で使用されている。

1病床当たりの■■7使 用量は、やや

減少捩向に転しており、FFP容 量が

1.5倍になつて使用量が急増した影

響も徐々に落ち着きつつある。

等張アルプミン製剤は心臓血管外科

や消化器外科、その他の外科 (胆・

肝臓・脚朧外科など)、救急科で使用

されることが多い。心臓血管外科の

場合、人工心肺の充填には細胞外液

補充液が使用され、希釈性低アルプ

ミン血症にはアルプミン製剤を使用

する必要は無いため、その他の診療
'科

も同様に、主に出血性ショッグ蒔

の使用が推測される。

平成22年度血液製剤使用実態調査

現在、赤血球製剤の使用が最も多い

のは外科系診療科ではなく、血液内

科である。高齢者の骨髄異形成症候

群や白血病患者の増加と鵬帯血ミニ

移植の導入による高齢者移植例の増

加が影響しているのかもしれなレヽ

血小板製剤の使用彙は圧倒的に血液

内科が多い。日赤より血小板製剤の

供給量の増加は血液内科における白

血病、尋報観重:悪 性リンパ腫の増加

と移植症例の増加によると思われ

る。この傾向は、今後もしばらくは

継続する可能性が高い。

■

ハ

D血 小板製剤

ギ    lξ Sξξ‐ξが

ぷ 螂 鞭 1ンΥン:餌 ずゞ

診療科ごと,血 液製剤使用状況 OgD

赤血球製剤
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平成22年度血液製剤使用実態調査

高張アルプミン製剤は Fヽ・a変 に伴

う難治性腹水治療や肺水腫を伴うネ

フローゼ症候群や低蛋白血症などの

消キヒ器内科や書臓内料の使用が多
く、洵暇 外科も使用頻度は高ぃ。

その他の内科■te経 内科の難治性

神経疾患に対する濃固因子補充を必

要としない血漿交換時の使用が多い

と思われる。

IⅥG使 用の最も多い 「その他の内

科Jと は、神経難治性疾患に対する

MG大 量療法により使用景が多い

ものと思われる。
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典基製剤廃棄量 (■gFC・1 病床数別の年間血漿購入量と卿

‐ 購入量

平成22年度血液製剤使用実態調査

Fig.6C‐2 施 設規模別の血漿製剤総廃棄量
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<コ メント>

痛床数が多くなるにつれて血液製剤購入量 (赤血球、血小板、血漿製剤)は増加するが、血液製剤廃棄率 (… 量;%)は 減少す
る。これは血― lあ使用が多い施設では、院内にお:デる転翔力`速やかに行えるためと考ぇるもしかし:その赤血球製剤廃棄血は、3∞床未満
施設で:す1施設あたり少ないが、施設数が多いために、総廃棄血単位数は300床未満施設で多くなり、500床以上の大規模医療施設の2倍に
達する。血小板製剤は血液内料を有する大艤 医療施設で使用されることが多しヽ 血小板製剤廃楽率は全体でもα5%前後と少なく、力ヽ規模医
療施設では使用頻度も、使用量も少ないために血ガヽ板製剤の総廃葉量は赤血球製細と違つて大規模医療施設で多しヽ 血漿製剤は500床以上の
大規模医療施設で使用されることが多く、小規模医療施設での使用は夕なし、:そ?た め■康寒率は大規模医療施設では転用が可能,あ るが、
廃棄血も1%前後存在するため、総廃棄血長lt燎 饉療施設が最も多い。  |                     :
0 廃 棄率の年次推移             ■      .:| | :        ‐

螺 300349蛛

2008年 2∞94= 20101F

赤血球製剤 3.300rt 2.71% 2.78%

血小板製剤 0.47% 0.47% 0.44%

血漿製剤 1.92% 1:70% 1.75%

Fig.6A‐2病床ごとの廃楽総量 (各医療施設の廃棄量の総和)

■  :廃 棄量 ―E‐廃棄率

平成22年度血液製剤使用実態調査

Fig.6A‐3 施設規模llJの赤血球総廃棄量と廃棄率
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平成 22年 度血液製剤使用実態調査

2)血 小板廃棄率 (都道府県別及び合同輸血療法委員会の設立の有無別)

都道府県別血液製剤廃棄率⑫mo年 )        .

D赤 血球廃菜率 (都道府県別及び合同輸血療法委員会の設立の有無別)
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0 200ml献 血出来製剤の使用実績及び需要状況について

Fig.7'1 E,D.'.

1 % . ,  m   ● °  ・ °  8 0   0

Fig。7‐2 200ml赤 血球製剤使用理由

100° /

600/

|

0 床 1・299A 300‐ 499X500X以 上  平 均

■ 未 照射血輪血の実施

⇒日赤未照射血の使用

"未照射院内採血同種血全血輸血

放射線照射装置の故障のため

高カリウム血症の予防のため

21の理由  緊 急の輸血で照射を行う時間がなかつた

時間外に照射を行う体制がないため

その他

●その他

口そあ他の科の成人

口成人の血液内科

口成人の外科   :

●高齢者 。低体重者

■新生児  .:

●小児料

平成22年 度血液製剤使用実態調査

くコメント>

200ml赤 血球製剤を以前に使用したことがある施設

は、全体の73.13%存在し、施設の規模が大きくなる

につれて使用経験は高くなった。使用量も大規模医

療施設で多く(平 均すると81単 位の200ml赤 血球

期 を朗 していた。

<コ メント>      i

200ml赤血球製剤の使用目的は、小児もしくは新生

児輸血で少量しか必要ないという理由と、高齢者も

しくは低体重者で輸血量が少なくてすむ患者への

輸ユ時に使用した施設が全体の 400/近くを占あて

いた。その割合は大規模医療施設になるほど多く、

小規模医療施設では【"は 成人の内科・外科への使

用であうた。心不全や循環爛系疾患への輸血で急速

,大■り準出本ない場合かどぅな1否りであるが、
やや本来の理由とは異なる使用の可能性があつた.

2磁

00/

平成22年 度血液製剤使用実態調査

25施設 (照射装置あり23o施設中)。,う。・・総使用未照射赤血球量・・・458単位
12施設 (院内同種血全血採血5i施設中)・・・総使用未照射赤ュ球量・・・ 76単 位

` 詢ヽ卜・ ・ ・ ・ ・ ・534理単4菫

Dの理由  緊 急の輸血で照射を行う時間がなかった     21施 設

*院内同種血全血採血の理由 ぐ院内同種血全血採血実施61施設中42施設より回答)
。緊急時で日赤から赤血球製剤の供給が遅れた、

もしくは在庫がなかつたため・・・・・●●●0,17施 設
・緊急時で日赤から血/J・― lの供給が遅れた、

もしくlta庫がなかつたため・・・・・●|● ●●ll施設
:緊急時で日赤から全血製剤の供給が遅れたゞ

もしくは在庫がなかっ|■め1・・,7・・・・・ 1施設
‐     .           |      ・

,日赤からいわゆる「新鮮血」あ供給がないため・11施設  ‐        |
。その他・・̀ … ・=..:..・ ...・ ・116施 設 (離島・緊急。凝固障害5施 設、主治医:家族が生血希望瑠施設

DH・ 顆粒球輸血目的:2施設、交換輸血,1施設、その他)

1カ箇設

1施設

3搬

1施設

8施設 (院内に放射線照射装置がないため:7施設、DLIの ため:1施設)
くコメント>血 液製剤専用放射線熙射装置が設置されている施設において緊急時に備えて照射済み製剤0動 を用意する体制が取れるように

話し合う必要がある。さいわい輸血後GVHDの 発症はなかった。

③ 未照射血液製剤の使用について

■∞ 床 300‐499ルボ 500床以上 全体 %

放射線照射装置有り 42 230 6.34

放射線照射装置無し 2805 374 3400 98.66

2987 428 8630
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2010年 輸血業務 ・輸血製剤年間使用量に関する総合的調査報告書

平成23年 8月 30日

【11 基本的事項  .

3)検 査等について

OA30血 液型 (オモテ検査、ウラ検査)、D抗 原検査等の実施状況及び検査

内容について

ABO血 液型オモテ検査は全ての規模の病院にてほぼ実施されていた。し

かし、A30ウ ラ検査、D抗 原検査、不規則抗体スクリ=ニ ング検査は規

模の小さい病院程実施率が低かった (図1).299床 以下の小規模病院で

はそれぞれの検査の不実施率がABOウ ラ検査 :20%、 D抗 原検査およ

び不規則抗体検査 :12%を 示した.そ こで実施していない比率の最も高

からたABOウ ラ試験について小規模病院での輸血管理体制との関連を

調べたところ、輸血責任医師の有無は実施率にあまり関係せず、検査技

師の存在が大きく影響していることが判明した (図2,3)。検査技師がい

ない施設でのウラ試験実施率Ⅲ40%と低く、輸血担当技師がいる施設で

は 980/●と高かつた。また赤ユ球濃厚液 (RoC)の 年間使用彙と各検査

の実施率をみたところ、A30ウ ラ試験では使用量の少ない程実施率が低

かった。特に事Ю20oγ299単位/年の施碑で不実施率12%と目立ち始
め、19単位/年 以下では36%で あっ■ (図4)。一

方不規則抗体検査の

外注率は使用量の少ない程高く、RCC1000～ 1999単 位/年 の施設で

22%と 増加し、2oO～299単位/年 では“%に 達した (図6).同∵患者

での血液型二重確認の実施率を管理体制月1にみると、輸血責任医師と担

当技師両者のいる施7」4では約 60%、 両者ともいない施設では 25%と 大

きな差異がみられた (図6)。また血液型確定時の主治医判定採用率は小

規模施設|で220/●、中規模 (3oo‐499床)で 6%、 大規模 (500床以上)

轟轟λ亀施鼎酪ぁ襲舞奄賛T講輩輩鸞]雲誠
られず、後者ではむしろ圭治藍判定施設の方が管理体制が整っていた(図

8)。

②輸血前 。後の検体保管と感染痺検査実施状況について

輸血前検体の保存は大。中規模の施設では90%以 上の実施率であつたが、

小規模では 66%で あつた。=方 輸血後検体の保存率はおしなべて低く、

各規模の病院とも20%程 度であつた (図9)。輸血前感染症検査の説明・

同意の取得率にっいては、大。中繰篠の施設で約 8∝な 月ヽ規模で 60%

であったが、「主治医任せでわからない」との回答も各規模の施設で10%
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程度みられた (図19)。被害救済制度にらいての説明の実施率は大 ,中

規模の施設で60%、 小規模で40%程度と感染症検査の説明率ょりも低
く、主治医任せの施設は30%と さらに多かつた (図11)。輸血前の感染

1馬記∬言Ttti3Fよ[臨覆懲臭麗誤言埒曜鳥ヒ
玉鏃電糠奄電贅薔鼈

“でヽ中彎で3,今小警モ子o`|ま||

留鰤 Xlっぃて
①

奨薫止零釈12010年

1月～12月)の貯血式自己血輸血の実施の有無及び

自己血使用量は最近3年間、自己血輸血実施症例数は4年間はぼ横ばい
であり、1病床当たりの使用量は施設の規模による差異が小さくなって
いた (図14.15)。自己血をMAPに 成分分離している施波数は小規模施
設で若干増加してぃた (図16)。また自己フィプリン糊の使用量は中規
模施設で若千増加し、大規模施設ではほぼ横ばいであったが、市販のラ
ィプリィ糊にっぃて‐は3年前より増加傾向がみられた (図1つ。

7)輸血管理料に関連する輸血使用状況にっいて           ｀

第暉鵠朧零鼎:魔宝躙蹴螺蹴よ
‐ 中規模病院で47% 本ヽ規模病院で50%であつた(図18)。|二方小規模

糎零ξ:l翁書:撃"l言劣鼠棄箔羞鵜鴛ぱぽ繁Lり(5‰:驚
や FFP/RCCの 数値基準を満たせないことだったが1中 小病院ではその
他の響由が多くを点ゅ■6次 に各診療科別に■■YttCCを みたところ、
血液浄化泰法で著明に高くt次 いでその他あ内科、心臓外科の順に高か
らたヵ

、Ⅲ吸器内科、■液内科、準形外料では低かつた(図19)IALBRCし

轟擬ll攪難  :lh
差異がより大きぃ傾向がみられた:     . :

8)ア ルプミン製剤菌内自給に関する決況について

輸血部。検査部に,アルプミン製剤を管響していぅ比率■2009年 まで

コ増傾申であつたが、2019年にかけてぃ| 病ヽ院を除いてほぼ横lfいとな

鶏路キ:為ヵ篭鋼惣霊1証ふ皆霧′腸雪櫨

剤の甲内申給率の推移をみると、6%製剤では変化がみられなからたが、  ｀
20。25%製剤ではいずれもわずかな低下傾向を示した (図23)。血漿分
画製剤の説明。同意書はほぼ全ての病院に準備されていたが (図20、

その中に採血国に関する情報や献血:非献血の別に関する情報が含まれ
ていたのは各規模の施設とも15%前後であつた (図25)。

【3】各都道府県別のデータ

1)検査等について   ‐

小規模施設で,輸血検査の実施状況を調べたところ、血液型検査め二重
チェッタの実施率では最も市い岡山県から最も低い徳島界まで 50%程

度の差異を認めた (図26)。また血液型確定の主治医による判定率は四

国。九州等の■部の県で高い数値を示した (図27).不規則抗体検査の

院外委託率については 50%前後の比較的高い数値を示す県が多からた
が、中形県も新潟県撃10%台 と低かった (図28)。

2)輸ユ管理料について

輸血管理料の取得率には地域的な偏りがみられ、関東。東北近辺で高い

県が多く、西日本地域では低い県が多い傾向がみられた (図29・31)。一

方、取得できない理由にっいては病院の規模により特徴があり、小病院
でtま専任の輸血東任医師ゃ常勤検査技師の確保が困難ある率が高く、大
病院ではnwRccゃ ALB/RCCの 数値基準の達成が困難である割合が

高かった (図32‐3の。



図2 ABO血 液型ウラ試験と責任医師体制
小規模病院
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4 ABo血 液

施設数

型ウラ試験とRCC年 間使用量
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図6同 =患 者の血液型二重確認の実施率
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図8

主治医判定施設

典液型確定時に主治医判定採用
施設での管理体制  ‐
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図12輸 血前感染症検査の実施
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□症例により実施      □
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図14自 己血使用量の推移
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図16自 己血MAP使 用施設数の推移

‐
■
‐小規模病院 ― 中規模病院 ― 大規模病院

図18輸 血管理料の取得状況
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図20各 診療科別のアルブミン/RCCの 平均値
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図22輸 血部門でアルブミン製剤の使用状況
・を把握している割合
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図21輸血部・検査部でアルブミン製剤を
管理してしヽる比率
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有無

口なし  □ 輸血同意書に包含  □ 単独の向意書あり
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図30輸 血管理料取得率o00～4"的
不堺則抗体検査の院外委託率(1～299床)

100X

60X

20%

7006

60X

4嘔

3096

20X

:096

図31 輸血管理料撃得率6oo床以上)
l"

100%

3●●

20X

07●

銚

拐

研

窮

鰤

窮

泌

嘔

嘔

“

』

図29輸 ユ管理料取得率(1-299床)





項 目 魂行 学会案 事務局案

れにしか輸血を行なわない医療機関等日施設内で
実血できない場合には、専門機関に萎話して実施
する.

れにしか鴨里そ紅わない医療機関等目施設内で検
査が適切に実施できる体制を整えることができな
い場合には、専F]機閣に基任して実旅する̂

V不 適合輸llEを

防ぐための検査
〈適合試験)お

よびその他の留
意点=

1.検査の実施方

法

1)血液型と不規
則抗体スクリー

ニングの検査

A30血液型とRhoく"枷 検査はV-1,2,不 規
則抗体スクリーニング検査はⅣ-3と同様に行う。

A30血液型とRI.oO抗 原の検査ltIV―L2,不 規
則抗体´クリーニング検査はⅣ-3と同様に行う。

が望ましい。

2.緊急時の輸血
2D血液型が確定
できない場合の
0型 赤血球の使
用

出血性ショックのため,患 者OA30血 液型を判定
する時間的余裕がない場合,同 剰由が不足した場
合,緊 急時に血液型判定用試薬がない場合 ある
いは血溜 判定が困難な場合lt,例 外的に0型 赤
血球を使用する (全血は不可).
注 :0型 の赤血球を相当量輸血した後に、患者と
A30口 型面の輸血に変更する場合は,新 たに採取
した最新の患渚血液と交差適合識験の主試験を生
理食塩液法 (迅速法,室 温)で 行い,適 合する血
液を用いるこ           :

この場合,02RhD陰 性濃厚液が望ましいが.

出ユ性ショッタのため,愚者OA30血 液型を判燿
する時間的余裕がない場合,緊急時に血液型判定
用試薬がない場合,あ るいは血液型判定が困難な
場合は,例外的に交準緒合試験未実施の照鋤
血― を使用する 〈全血は不可)。

ー

出血性ションクのため,患者DABO血 液型を判定
する時間的余裕がない場合,緊急時に血液型判定
用試葉がない場合,あるいは血液型判定が困難な

鰊
難 し ても、J齢 線照射m― の使用が
望ましし、

!‐ 二 掟 ハ 山 ‐ ●r.●榜 1… 碁 嗜 △ “ L^二 ‐ 黙 `_エ

脚 験

ー

この場合,g鞠 団麟性濃厚液が菫ましいが, 0型

不規lll抗体スクリ‐ニング綸養を実艶し、不規則
抗体の椰 疑われる場合… を行う̂

「輸血療法の実廠に関する指針」改訂案 資料E―可

項目 現行 学会案 ■事務局案
Ⅱ 輸血の管理
体制の在り方
2.責 任医師の任
命

病函四 年お け る鴨血栗番 の全般 につ いて,案 獅上

の監督及び責任を持つ医師を任命する̀
属院内における輸血業務の全般について,実務上
の監普及び責任を持う医師を任命するしなお、輸
旦責任医師と性 .愉血関連の十分な知識を備え、

学会案通 り

甑rあ り、かつ輸血部門の管理運営を担い、病院
内の輸血体制の整備を遂行する[師 であることが
望まれる1

IH輸 血用血液
の安全性
4副 作用予防対
策

:

ハ放射線照射

翻写舞 観鵠 E羅篇 縮
負話li鮮驚競燻朧纂蠍
鋪聰暫五:奮弯古言槻翻峨鰤
奪題驚剰 劣:紺翫薄蒻
『す景瞥 昔宮宮繁七三嶽 Ⅷ 縦
爵姦竃式場詔罰著軍撃倉言T糧彗冨

て`出照

500,し て使用する。院内で採血された血液につ
墜rも照射後に動血を行う。なお.平成19年1月16
旦よりすべての製剤が保存前白血球除鋤 とな

五上の科学的に証明されていなし、平成10年に日
本赤十字社より放射線照射液製剤が供給されるよ
うになり、平成12年以降、わが国では放射線照射
ユ液製剤による輸血後移植片対宿主病の確定症例
の報告はない。放射線照射後の赤血球 (全血を含
む)で は上清中のカリウム選塵4串 ンが上昇する
ことから,新生児 (特に低出生体重児)。 乳児`
腎不全患者及び急速大量輸血患者にっぃては,カ
リウム量菫の上昇に留意し、照射後速やかに使用
することが望ましい。

防には,■ンバ粛む缶国鯛臨開醐燎嵯薗遼鎧血
線を照射 (15～

50G"し て使用する。院内で採血された血液につ
いても照射後に輸血を行うぃなお´韓理撃輿鼻“

本赤十字社より放射線照射血液製剤が供給される
ようになり、平成12年以降、わが国では放射線照

蜀
」 児、管不全

患者及び急速大量輸血患者については,カ リウム

モ
はすべての製剤が保存前白血球験去製剤となった

Ⅳ 患者の血液
型検査と不規lll
抗体スクリーニ

ング検査

患者 〈受血者)に ついてl」l,不適合輸血を防ぐた
め,輸 血を実施する医療機関で責任を持つて以下
の検査を行う。             |

思者 (受崎 については,不 適合輪血を防ぐた
め,輸 血を実施する医療機関で責任を持つて以下
の検査を行う。これらの検査にういてはヽ原則と
して、患者の属する医療機関内で実施するが、ま

患者 (受血者)については,不適合輸血を防ぐた
め,輸血を実施すぅ医療機関で責任を持って以下
の検査を行,。これらの検査については、原則と
して、患者の属する医療機関内t・実施するが、主



項 目 現行 学会案 事務局案

(躊 ittia″… Ftia感 染に留意し、当部
■翔亮■_バ ッグ内が暗赤色から黒色へ変化する
ことがあるため、セグメント内との血重色調の差
にも留意する.

4.思看積倅の保

存

4.思 看検体 の保存

忠者検体の保存にあたってはヾ  F血液製剤等に係
る期及調査ガイドラインJ(平 成17年 3月 10
日付け薬食発0310012号厚生労働省医薬食品局長
通知、平成20年 12月 26日 一部改正)を 遵守
すること。以下、二部要約抜粋する。
医療機関が当該指針 (■の1の 2)の (2)の i
及び苗)に 従つて輸血前後の検査を実施していな
い場合は、輸血前後の患者血液 (分離血漿又は交
差適合試験等で使用した血清あるいは血漿 〈血球
と分離)で 綺mを 当分の間、-20t以下で可能
な限り保存することとし、日本赤tttLか ら検査
依頼があつた場合には当該指針に従つて検査を行
うこと|
この際、コンタミネ‐ションのないようにディス
ポーザブルのビペットを使用するなどの対応が望
まれる.
なお、当該指針に従つて輸血前後の検査を行つて
いる場合であっても、検査の疑鵬性結果、潜在ウ

後%珊 留鑑鮮 ,[嘗》棚
‐
で 、

①犠血前1週間程度の同の患者血清 (漿)
および

②輸ユ後3か 月盤庁の血清 (漿)に ついても保管
しているものがあれば、日本赤十字社に提供し、
網査に協力すること (院内採血の場合は除く)。
この際の保管条件は、分離血漿又は交差適合試験
等で使用した血清あるいは血漿 (血球と分離)を
加ι程度、-20t以 下で3カ切以上可能な線り C2
年間を目安に)保 管することが望ましい^

「血液製剤等に係る遡吸調査ガイドライン」 (平
成 17年 3月 10日 付け薬食発 031∞12号 厚生
労働省医薬食品局長通知、平成20年 12月 26
日一部改動 を遵守すること:
Ln_― に盛基慶検査を確実に行うために、未 遡及調査ガィドラインでの議論

いが、困難な場合は、輸血前にな菫適合―
使用した血清あるいは血奏 (五森と柚 約 2nl
を-20t以下で 2年 間程度保存してもよtヽ この

際、コンタミネーションのないようにディスポー

ザブルのビペットを使用するなどの対応が望まれ
る.
保管検体については日本赤+宰 社から綸杏依頼の

あつた場合は 「m-6に 係る遡及調査ガイド
ラインJに従っ二盤査を行うな 。なお.輸血後
検査については,必 要に応して当該患者か軽採血
上上塗生と日本壺十宇社に提供し,調 査に協力す
ること。

項 目 現行 学会案 事務局案

の時血輸域
鈍

３
．
適
3.)救命処置 と
しての輸血

上記のような出ユ性ショックを含む大量出血時で
は,と きに同型赤血球輸血だけでは対応できない
こともある。そのような場合には救命を第一とし
て考え,o型 赤血球を含む血液型は異なるが,適
合である赤血球 (異型適合血)を 使用する。ただ
し,使 用にあたつては,3‐ 1)項を遵守する。

』曇衰卿 倉鯨素モあふ血
球

な し

AB:0,A,3     ‐

く患者血液型が未確定の場合〉
0型          ‐

上記のような出血性ショックを含む大量出血時で
は,と きに同型赤血球輸血だけでは対応できない
こともある。そのような場合には救命を第一とし
て考え,0型 赤血球を含む血液型は具なるが,適
合である赤血球 (異型適合血)を使用する。ただ
し,使 用にあたつては,t-1)項 を遵守する。
く患者血液型が確定している場合〉

患者ABO血 液型:異型であるが適合である赤血
球
0 :な し
A : O
B : 0
A,:理 もしく酬 を第一選択とし: どちらの
人手できなレー 選択する
〈患者血液型が未確定の場合)

0型

「危機的出血への対応ガイドライ均  〈日本産科
婦人科堂金、日本産婦人科学会、日本周産湖 ・新

ま曇書菫L日
本麻酔

1学
会、日本輸血・細胞治療

上記のような出血性ショジクを含む大量出血時で
は,と きに同型赤血球輸血だけでlt対応できない
こともある。そのような場合には救命を第二とし
て考え,0型 赤血事を含む血液型は異なるが,適
合である赤血球 (異型適合血)を 使用する̀ た だ
し,使 用にあたっては,3-1'項 を通守する:
く患者血液型が確定している場合)

患者A3o血 液型 :異型であるが適合である赤血
球               ・
0 :な し
A : 0

B : 0
AB:A型 もしくは理 を第一選択とし,ど ちらの
も入手できない場合に理 を選択する
0自者血液型が未確定の場合〉

0型

VII実施体制の
あり方
1.輸血前
3)輸 血用製剤の

外観検査

患者に輸血をする医師又は看護師は,特 に室温で
保存される血/Ju製剤については細菌混入による
致死的な合併症に留意して、輸血の実施前に外観
検査としてパッグ内の血液について色調の
変化,溶 血や疑血塊の有無,あ るいはパッグの破
損や開封による閉鎖系の破綻等の異常がないこと
を内眼で確認する。また、赤血球製剤については
エルシニア菌 (躊 inia"¨ ″′′“)感染に
留意し、上記に加えてパッグ内とセグメント内の
血液色調の差にも留意する。

患者lF輸ュをする医師又は看護師は,特 に室温で
保存される血小板製剤については細菌混入による
致死的な合併症に留意して、輸血の実施前に外観
検査として,パッグ内の血液について色調の変化,
溶… や凝血純の有無,あ るいはパッグ
の破損や開封による閉鎖系の破綻等の異常がなしヽ

|と を肉眼で確認する。 (スワーリングや異物・

胞治療学会議54:419-421,20∝参照)
また、赤血球製剤についてはエルシニア菌
(Ittsinia"′… ■i″め 感染に留意し、上記

に加えて、パッグ内が暗赤色から黒色へ変化する
ことがあるため、セグメント内との色調の差にも

患者に輸血をする医師又は看護師は,特 に室温で
保存される血小板製剤にっぃては細菌混入による
致死的な合併症に留意して、輸血の実施前に外観
検査として,パシグ内の血液について色調の変化,
溶血 (黒色化)ゃ 凝血塊の有無,あ るいはパッグ
の破韻や開封による閉鎖系の破綻等の異常がない
ことを肉限で確認する:(ス フ‐リングや異物P
疑集塊などを確認する。J墓 小優濃厚模による譲

杢振濃厚植二は渦巻き状のパターンがみられる現

-
また、赤血球製剤についてはエルシニア菌



項 目 現行 学会案 事務局案

輸血前検査:HBs抗原,IBs姦 、鵬c抗 体
輪血後検査:核酸増幅検査 (NAT)
tmjL前検査の結果がいずれも陰性の場合、輸血

の 3か 月後に実施)
C型肝炎
輸血前検査:HcV抗体,КVコ ア抗原
輸血後検査 :КVコ ア抗原検査
(輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合又は感

染既往と判断された場合、輸血の 1～3カ現後に
鋤 )

■ ヒト免疫不全ウイルス感染
後天性免疫不全症候群 (エイズ)の 起因ウイルス

OIV)感 染では,感染後2-8週 で,二 部の感染
者では抗体の出■に先んじて,過 性の感冒様症状
が現われることがあるが′多くは無症状に経通し
て,以 後年余にわたり無症候性に経過する。特に
供血者がウインドウ期にある場合の感染が問題と
なる。受血者 (農者)の感染の有無を確認するた
めに,医 師が感染リスタを考慮し,感 染が疑ゎれ
る場合などには,輸 血前にHIV抗体検査を行い,
その結果が陰性であれば,輸血後2～3ヶ 月以降に
抗体検査等を行う必要があるご

輸血前検査 :蘭お抗風 llBs抗亀 HBc抗 体
輸血後検査 :核酸増幅検査 OAT)
(輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合、輸血

の 3か 月後に実施)
C型 肝炎            、
輸血前検査 :HCV抗 体,HcVコ ア抗原
輸rLa検 査 :HCVコ ア抗原検査
(輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合又は感

染既往と判断された場合、輸血の 1～3カ明 後に
動 )

面 ヒト免疫不全ウイルス感染CIIVl
後天性免疫不全症候群 (エイズ)の 起因ウイルス

(HIV)感染では,感 染饉2～8週 で,一 部の感染
者では抗体の出現に先んして一過性の感冒様症状
が現われることがあるが,多 くは無症状に経過し
て,以 後年余にわたり無症候性に経過する。特に
供血者がウインドウ期にある場合の感染が問題と
なる。

コ ー ∠ルる・HBVl,C型 肝炎ウイルス 遡及調査ガイドラインでの議論
mm,ヒ ト免疫不全ウイルス(HInの輸血前後

の検査について

ernに よる感染を確認するため,輸 血前検体の保

輸血前の検体保存は,未 開封の分離剤入り採血管
に検体を採取し,遠 心して演猪保存することが望
ましいが、検査に使用 した血清 (血奏)約 λlを保

存しても良し、 -20℃以下壺 年程度保存する_継

6

項 目 現行 、 学会案 事務局案

VIII輸工|(欄血

用血液)に 伴 う

副作用 ,合OFE
と共"度
1副作用の概要
1)溶血性輸血副

作用

(2)運 発型副作
用

遅発型の副作用としては,輸 血後 24時 間以降,
数日経過してから見られる血彗外溶血による遅発
型 溶血性 輸血 副 作用 ( D e l a y e d  H●●●l y t i c
TIIaisttion         i

Reaction;DHTR)がある.

遷発型の副作用として島 輸血後 24時 間以降,
数日経過してから見られる血管外溶血による遅発
型溶 血性 輸 血 副 作用 ( D e l a y e d  t t m o l y t i c
Transfusion Reaction:DHTRl力 ζある。

の室血毬

遅発型の副作用として島 輸血後 24時間以降
数日経過してから見られる血管外溶血による遅発
型溶血性輸血副作用 〈Dd a , e d  H e l n●l y t i c
TransfuSion heaction:硼m)が ぁる。   (
蛤血歴、髪盤屋の前感作のある患者への赤血球

融 螂 趙 動 症― 見劉皿L Hb
値の低■ ビリルピンの上昇、直接続グロプリン

塾験雄 なる。墨墨蛤血に際して、不規則抗体 試験陽性となる。案急輸血に際して、不規則抗体

型作用を認める場合昼あるが、本疾患の認郊度が
陽性息者に不適合血を輸五した場合にも、同様の
副作用を認める場合があるがで木疾凛副作用の籠

Z′非浴工笹鴨皿

副作用

(1)即時型 (あ
るいは急性型)

副作用

新規

iti輸 血関連循環過 負荷 rTACOp

輸血に伴う循環負荷による心不全であり.呼吸因

学会案通り。

難i頻 脈.血 圧上昇などを認める。胸部 X線 で肺

浸潤影など心原性肺水腫の所見を認めることがあ

る。輸血後 6時 間以内の発症が多し、

2,茅浴JuLE幅皿

副作用

12)運発型副作
用

i輸 血後肝炎
本症摯,早ければ輸血後2-3カ 胡 以内に発症する
が,肝 炎の臨床症状あるいは肝機能の異常所見を
担握できなくても,肝 炎ウイルスに感染している
ことが診断される場合がある。特に供血者がウイ
ンドウ期にあることにょる感染が問題となる。こ
のような感染の有黎を見るとともに,早 期治療を

図るため,医 師が感染リスクを考慮し,感 染が疑
われる場合などには,別 表のとおり,肝 炎ウイ″
ス関連マ~力 ~の 検査等を行う必要がある。
別表
B型腋

ユ輸血後肝炎           ―
本症は,早ければ輸血後2～3か 月以内に発症する
が,肝 炎の臨床症状あるいは肝機能の異常所見を
jElaできなくても,肝 炎ウイルスに感染している
ことが診断される場合がある。特に供血者がクイ
ンドウ期にあることによる感染が問題となる。こ
のような感染の有無を見るとともに,早 期治療を
図るため,医 師が感染リスクを考慮し,感 染が疑
われる場合などには,下 記のとおり,肝 炎ウイル
ス関連マーカーの検査等を行う必要がある。
別表
B型 肝炎

5



項 目 現行 学会案 事務局案
おわりに

参考3

免疫抑制 ・化学
療法により発症
する 3型 肝炎対
策

耕現

HBVキ ャ リアに.ス テ ロイ ドを併用 した化単秦 法 HBVキャリアに_ステロイ ドを構田1_,イ′独自法

宝壁力上― l制剤などを施行した場合:HBVの急

も,肝餞や末梢五単核球にtllBV―DMが低レベルで
残存していることが明らか聾上っている.壺 近,
移植療X020に 対するモノクローナル糖体であ
登型2キ zヱノなどの強力な免疫抑制割の使用に
より:既往感染例からもIBVの再活性化にとって重
症肝装が発症することが報告されている。_

実際には,血 液悪性疾患などに対する強力い化
学療法と輸血豪法の両者を施術後に醜 が発
症 した場合.綸 血による慮奥が.再 活棒ィヒである

のか判昴 難しLゃ場合がある。そのため.輸血前

: i l i l : 1 : 1 :」] ; : : i : : 1 : ; i t E : : 1 , 1 : : : 1 1 : L』
自̀2」E l  ‐

五座抑血,化学魔法により発症するBIE談 対策ガ が必要となる齢 がらい^
イドライン参照 (肝臓 50巻 :38-42.200)

項 目 現行 学会案 事務局案

合,動 と圏 抗体および肝機能綸査を行う̂

XII 院 内で輸
血用ユ液を採取
する場合 (自己
血輸血を除く)

院内で保血された血液 (以下「院内血Jという:)
の輸血については,供血者の間診や採血した血液
の検査●不十分になりやすく,ま た供血著を集め

締 :霊 篤 驚 螺 軍戦 "i鱒 勢 鯨
らの適切な血液の供給体制が議立されている地域
においては,特別な事情のない限り行う大きでは
ない。院内血による輸血療法を行う場合には,血
～Xで述べた各事項に加え,その適応の選択や実
構体制の在り方について以下の点に留意する。
1998年に日本赤十字社より放射辣熙射血液製剤
が供給されるょぅにな,、2000年以降、わが国で

螺鋏 孵場まr盤篤群
る場合には、輸血後移植片対宿主病防止のために
放射線照射を行うことが必要である。

院内で採血された血液 (以下 「院内血」という。)
の輸血については,供血者の間診や採血した血液
の検査が不十分になりやすく,ま た供血者を集め
るために患者や家族などに増呻的。経済的負担を
かけることから1 日本赤十字社の血液センターか
らの適切な血滋の供給体制が確立されている地域

垢繊
l

学会案通

血豊⊇ユ埜
要となるのは下記のごとく非常に限られた場合で
あるが,院 内血を使用する場合において1ま、輸血
後移植片対宿主病防止のために,放射線を照射(15
～500y)し た血液を使用する̂ 院 内血による輸五
療法を行う場合には,皿 ～Xで 述べた各事項に加

え,その適応の選択や実施体制の在り方にういて
以下の点に留意する:



項 目 現行 学会案 事務局案

配慮を必要とする。 ― 現在 では,べ ての製剤 が保 仔 Ell日

血球 除 去製剤 とな ったが 、保存前 白」Ln除 去 の み

にようて輪血後移植片対宿主病が予防できるとは

科学的に証明されていない^

放射線照射後の赤血球濃厚液では,放射線を照射
しない製剤よりも,保存に伴い,上清中のカリウ
ムイオンが上昇し,保存して3週 間後にtt2単位
,(400mL由来)中のカリウムイオンの総量は最高約
'DEqま で増加する:急速輸血時,大量輸血時,腎
不全思者あるいは未熟児などへの輸血時には高カ
リウム血症に注意する。 1

D高 カリウム血症 (別項立て)

放射擦照射の有贅にかかわらず,赤 直 厚液で 放射線稟射の有無にかかわらず、赤血隷濃厚液で
は、保存に伴い、上清中のカリウム濃度■キンが
上昇

は、保存に伴い、上清中のカリウムー が
上昇する場合がある。■゙ 保存じ`噸暉印摯綸"

そのため、急速輸血晦 大量愉血喘 腎不全息者
あるい           と への輸血時には
高カツクム血症に注意する。   、

高約鴨崎ヨ冒鋼蜘"嗜 _童止螢遂 基盤墨因窒`2丞
血球 f全血を含む)製 剤で'ま、照射していない赤
血球製剤よりも上清中のカリウム濃度が上昇す
る。そのためk急 速輸血時,大量輪五時:腎 不全
思者あるいは盤出生盤重坦議熱具など今の輸血時
には高カリウム血症に注意する。

4)自 血沐除去フィルターの使用
平成19年 1月 16日 以降, 日本赤十字社から供給
される赤血球濃厚液は全て自血球除去製剤となっ

ており,ベ ッドサイドでの自血球除去ラィルタ■
の使用は不要である。

Elj除→ 1)に 続含 学会 案 通 り

0溶 血性副作用 堕 溶m性 副作 用 幹 雰5麗り

詢規

う 非溶血性副作用

発熱反応.ア レルギーあるいはアナフィラキシー
7)非 溶血 性 副作 用

導 数 庁壼 ア レルギ‐ ふ ふいI17+フ ′うキ シー

反応を繰 り返 し起こす場合は,洗 浄赤血球製剤が

有効な場合がある.

輝

8 ) A 3 0 血 液型 ・R h 型 と交差適嶽

鷹 Elル :ンで1180風 型の来血球製割 歩鮨 用す るが

2

「血液製剤の使用指針J改 訂案

II赤血球濃厚液の適正使用

項 目 現行 学会案 事務局案

Ⅱ 赤 血球濃厚

液の適正使用
a使 用上の注意

1)使 用法

赤血彗濃厘液を使星する場合二■,_m血セットを

1)使 用法

赤血球濃厚液を使用する場合には,輸 血セットを
点 使用する。なお。日本赤十字社から供給される赤

血球濃厚液は全て白血球除去製剤となっており, 血球濃厚液は全て白血球除去製剤となっており、

不要であるぃまた.通 常の綸血でlun温 の必要は

1,騒 梁 属 の 体 僣

輸血の実施前に外観検=と してパツイ内?血液に
ついて色調の変化,溶 m・R・疑“塊の有無,または
パシグの破損や開封による間鎖系の破綻等の異常
がないことを内眼で確認する。特にエルシニア菌
CYersinia Ontero∞litica)感染に留意してパッ

グ内とセグメント内の血液色調の差にも留意す
る。

即 梁 肛 '仏 僣

嚢鷺蹴詮ナう,義 活留議e劣 まモ琶需労盤柁l墨
血 く黒色化)や肇血塊の有無,あ るいはパッグの
破損や開封による間鎖係の機腱等の異常がないこ

菫算禽躁麗議話毒金寵11霊暑琶景壁歳孟五慈X
に留意してパッグ内とセグメント内の血液色調の
差:こも注意する。    、

≧ 願梁圧'節
血の

1実施前lンヽ ッグ内の■液について色調の変化,溶
血 〈黒色イリ や凝血免の有無,あ るいは′,ッグの
破損や開封によう閉鎖系の破綻等の異常がないこ
とを噸 認する。特に曇墨ェ盤羞生五エルシ
ニア菌 Oersinia entorodolitica)、セラチア菌

笠の細菫感染に留意してバッグ内とセグメント内
の血液色“の差にも注意するぃ

2)鉄 の過剰負荷 学会案通り

め 輸血後移植片対宿主病m)の 予防対策

平成lo年に日本赤十字社より放射線照射血液製剤
が供給されるようになり、平成12年以降tわが国
では放射線照射血液製剤による輸血後移植方対宿
主病の確定症例の報告はなし、採血後14日保存し
た赤血球織厚液の輸血によつても教死的な合併症
である輸血後移植片対宿主病の発症例が報告され
ていることから,採 血後の期間にかかわらず,放
射線を照射 (15～500y)した血液を使用す̂ き で
あり。、血小板濃厚液を併用する場合にも同様の

螢 愉血後移植片対宿主病OШ ttDの 予防対策
輸血後移植片対宿主病の発症を防止土るために,

4‐B血 後移種片対信王属鯉■SVD)の予田対象

睡 稚 ¨ 勧 峰 狂
放射線を照射 (15～50")し た赤血球製剤を使用

立●上。平成19年に日本赤十字社より放射線照射
血液製剤が供給されるようになり、平成12年以降、
わが国では放射線照射血液製剤による輸血後移植

片対宿主病の確定症例の報告はない。採血後14日

保存した赤血球濃厚液の輸血にようても輸血後移
植片対宿主病の発症例が報告されており,自 血球

とは科学的に証明されていなしヽ

血液製剤が供給されるようになり、平成12年以降、
わが国では放射線照射血液製剤による輸血後移植
片対宿主病の確定症例の報告はなしヽ なお、採血
後14日保存した赤血球濃厚液の輸血によっても輸
血後移植片対宿主病の発症例が報告されておみい



項 目 現行 肇 案 事務局案
(Thronbotic

Thronbocytopen
i c
Putpura:TTP) &
uB&sE#tr
E&#
0leoolytic
Urenic
Smdma :tllJSl

的m/J、板輸血は禁忌である.

(6)その他 :
ヘパリン起因性
血小板減少症
CHeparin

lnduced
thrmb●●ytopen
ia ;HIつ

血 小板 鴨血 は栗忌 で あ るg ヘパ リン起因性血小板減少症 (Heparin lndu●●d

m..b。 ―cytO●●nia;IIT)が 強く疑われるもしく
学会案 通 り

^き である=

6.使用上の注意
点     : 1)使用法

血小板濃厚液を使用する場合には,血 小板輸血セ

ットを使用することが望ましし、 赤血球や血漿製
剤の輸血に使用した輸血セットを引き続き血小板
輸五に使用すべきではなし、 なお,成 分採血由来
血小板濃厚液は全て白血球除法製剤となつてお
り,ベ ッドサイドでの自血球除去フィルターの使
用は不要である。

務現

1 構ヽ 口携

血小板濃厚液を使用する場合には,血小板輸血セ
ントを使用することが望ましい。赤血球や血漿製
剤の輸血に使用したmmtッ トを引き続きL2J板ヽ
輸血に使用すべきではなυ、 なお,織分採墓出来
血小板濃厚液は全て保存前白血球除去製剤となつ
ており,ベ ッドサイドで0自 血球除去フィルター

の使用は不要である.        :
2)一般的使用方法
血小板濃厚液を使用する嬌合には,血 小板輸血セ
ットを使用することが望ましい。赤血球や血漿製
剤の輸血に使用した輸血セットを引き続き血小板
輸血に使用すべきではない.

め 白血球除去フィルター

平成16年 10月 25日 以降,成分採血由来血イ漱湊
厚液は全て白血球除去製剤とならており,ベ ッド

EIJ除‐ 1)に 統 合 宇含案 通 ワ

4

項 目 現行 学会案 事務局案

緊急の場合には異型週合血の使用も考慮する (輸
上療塗の実施に関する指針を参照)。 また,Rh陽

緊急の場合には異型摘合血の使用も考慮する (輸

性患者に Rh陰 性赤血球製剤を使用しても抗原抗
体反応をおこさないので投与することは医学的に 体反 虜 夕お こ またい ので枠二十 ふ ェ ルは医蛍鯖

は問題なし、
―        ‐

2」と錮し整壺=22堕 LittΣ拠室塾性赤血球
雄
釧V抗 体陰性の妊婦. あるル憫嘔砥 出生体言県に

造血釜熱胞整整蛙二農者とドナーの画者が Cw

なお、現在、保存前白血球除去赤血球濃厚液が供
給されてお り、側 にも有用とされている^

項 目 現行 学会案 事務局案

使 用指針

e,播種性血管内

凝     固
(Dissemmated
lntravascular
C●aglllatiOn  :D

Iの

出血傾向の強く現れる可能性のあるDIC饉礎疾患
が自血病,が ル 産料的疾患,重 症感染症など)
で,血 小板数が急速に5万 ′μL未 満べと低下し,
出血症状を認める場合には,血 小板輸血罐 ぶと
なる。DICの 他の治療とともに,必 要に応じて新
鮮凍結血漿も併用する。       i
なお=血栓によろ麟器症状が強く現れるDICで は,
血小板輸血には慎重である

.べ
きである。

慢性DICに ついては,血 小板輸血の道応はない。
CDICの診断基準については参考資料1を 参照)

出ユ傾向の強く現れる可能性のあるDIC饉礎疾患
が自血病,癌 ,産科的疾患,重症感染症など)で,
血小板数が急速に5万 /“L未 満へと低下し:出血
症状を認める場合には,IL小板輸血の適応となる。
DICの他の治療とともに,必 要に応じて新鮮凍結
血漿も併用する。
なお,血栓による臓器症状が強く況れるDICでは,
血小板輸血には慎重である●きである。
出血症状の無い慢性DICに らぃては,血 小板輸血
の適応はなャ、            |
(DICの診断基準については参考資料1を 参照)

学会案通 り

■●液疾患
0血 栓性血小

糠 減か 仕 些 歯 結

TTPとllUSでは,血 小板輸血により症状の悪化をみ
ることがあるので,原則として血小板輸血の適応
とはならない1

TTPとHISでは,」■小板輸血により症状の悪化をみ
ることがあるので,原 則として血小板輸血の適応
とはならない_特にAD-13活 性が5%未 満に著滅

饗淵::ぁΨ:鏑lt端羅3請鑑
とはならない。

3



項 目 現行 学会案 事務局案

なお 、 場 砥 、保 仔 Ill日皿 琢 陳云 皿 ′滋 蜃 帰 孜 が 供

給されており、CWに も有用とされている。

液を使用する。
なお、現在、保存前白血球除去血小板濃厚液が供
給されておりヽ CWに も有用とされている。

新規
6)非溶血性副作用

発熱反応,ア レルギーあるいltア土フィラキシー

親

…

O HLA通 合血小板浸厚液
2の iに示す血小板輸血不応状態に対して有効な
場合が多い。なお,血 小板輸血不応状態には,血
小板特異抗体によるものもある。  1

2」 Ц 週含血小破量厚板
●o■ に手チ血小板輸血不応状態に対して有効な
場合が多く,A30同 型の血小療機厚液を使用する
ことが望ましい。なお,血小板輸血不応状態には,
■小板特異抗体によるものもある。

学会 案通 り

7)A30血 液型 。Rb型 と交差適合試験

原則として,A30血 液型の同型の血小板濃厚液を
使用する。患者がRh陰 性の場合には,‐Rh陰 性の
血小板濃厚液を使用することが望ましく,特 :ヒ妊
娠可能な女性では推奨される。しかし,赤 血球を
ほとんど含まない場合には,Rh陽性の血小板濃厚
波を使用してもよい.■ の場合には,高 力価抗価
人免疫グロプリン(RH10を投与することllより,
抗D抗 体の産生を予防できる場合がある.通 常の
血小板綸血の効果がなく,allLA:抗体が認められ

釜繁[t‰F盆纏鑑馴鯨臓鶴
を使用することを原則とする。

ュ」Ю 血液型。Rh型 と交差遭合試験

原則として」ABO血 液型,同型の血小板濃厚液を
使用する。現在供給されている血小板濃厚液は赤
血球をほとんど含まないので交姜洒合試験夢客略

学会案通り

… がRh陰 性の場合には,晰 陰性
の血小板濃厚液を使用する|ことが望ましく,特 に

妊娠可能な女性では推奨される。しかし,―

―
陽性の血小板濃厚液を使用してもよい。この場合
には,商力価ARh人 免疫グ●プリンCRl1101を投
与することにより,わ 抗体の産生を予防できる
ことがある。通常の血小板輸上の効果がなく,抗

鵠 麓 麟 掌:鼎
遭勢 燎

0掲 0血 液型不適合輸血       ‐
13o血 液型同型血小板濃厚液が入手困難で,A30
血液型不適合の血小板濃厚液を使見しなければな
らない場合,血ガ癖 液中の猟 .抗B抗 体価に

9‐ABO■ 種型不通含鴨m
A30血 液型同型血小板濃厚液が入手困t-30

学会案通り

項 目 現行 学会案 事務局案

サイドでの自血球除去フィルターの使用は不要で
ある^       ‐           ′

1 )感雑 α泰着   |
血小板濃厚液はその機能を保つために室温 (20～
24t)で水平振盪しながら保存されて' るヽために,
細歯混入による致死的な合併症に留意して、輸血
の実施前に外観検査としてパッグ内の上液にっい
て色調の変化,溶血や崇血塊あ有無,ま たはパッ
グの破損や開封による閉鎖系の破綻等の異常がな
いことを肉眼で確認する. :

″ 居 梁 江 の伝 蒼

血′1板`濃厚液はその機能を保らために室温 K20～
24t)で水平振盪しながら保存されているために,
細菌混入による致死的な合併症に留意し、o」bの
実施前にバング内の血液にういてスワーリングQ
有無.色 国の変化,凝 血塊のな無;ま たはパジグ
の破損や開封による閉鎖系の破縫等の異常がない
ことを肉眼で確認する。」旦ぬ抵遺星整ェ上乙菫
血症の予防と対応策に関する手引き.日本蛤血細

"感 染症の麟
血小板濃厚液はその機能を保つために室温 C20-
24t)で水平振盪しなから保存されているために,
細菌混入による致死的な合併症に留意し、輸血の
実施前|ン` ング内の血液についてスワーリングの
有無,色調の変化,― 塊の有無壺 型
塗萱笠の細歯涯込により凝集塊が発生する場合が
ある)「珪たはパッ′万顧損や蘭爵正丁百雨頭素
の破綻等の異常がないことを肉眼で確認する。笹

― ■:419-421. 20吐

聾 なお ス フ リングとは、血小板製割を蛍光

き状のパタ
―ンがみられる現象のこと。,Hの 低下や低温保
存等によリスワーリングが弱くなスどルがあるヽ

4)放射線照射
′

平成10年に日本赤十牛社より放射線照射血液製剤
が供給されるようになり、2a10年以降tわ が目で
は放射線照射血液製剤による輸血後移植片対宿主
病の確定症例の報告はない。そのため、輸血後移
植片対宿主病“くⅦDの 発症の危険性を考慮し,
放射線を照射 (15～50Gy)した血ィ… を使
用すべきであり,赤 血球濃厚液を併用する場合に
も同様の配慮を必要とする_

移植片対宿主病■■」皿との発症0発 験性を考慮
七          を 照射 (15～50Cy)じ
た血小板濃厚液を使用う‐きくら■"芽 墓球濃厚
潜墨J旧 尋孝宅』“Nこ 亀謂畔鷺劇B慮 罐昼質Eと 十 ″ヽ三

5)サ イトメガロウイルス 回 〕抗体陰性血小板
濃厚液   ‐
側V抗 体陰性の妊婦,あ るいは抗体陰性の妊婦か
ら生まれた極小未熟児に血小板輸血をする場合に
は,CMV抗 体陰性の血小板濃厚液を使用する。
造血幹細胞移植時に感者とドナーの両者が 酬

抗体陰性の場合には、側V抗 体陰性の血呻
液を使用する。

5)サイトメガロウイルス (04Vp抗体陰性血小板
漱厚液
CMlr抗体陰性の妊婦,あ るいは続体験程の基編か

■生姜れ■極盤量生埜重児工血小板輸血をする場
合には,04V抗 体陰性の血小板濃厚液を使用する
ことが望ましい:
造劇翻畷斃囃時に患者とドナーの両者が cw
抗体陰性の場合には、aW抗 体陰性の血小板濃厚

学会案通り
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項 目 現行 学会案 事務局案

ある。 ある。
細歯混入による致死的な合併症に留意し、輸血実
施前に' ジヽ′内の血液にういて色鶴の変7[:麗 五
塊の有無.あ るいはパラグの破損やEEIに よる鵬

ク ン酸中毒 (低カル シ ウム赫 )

大量投与によリカルシウムイオンの低下による症
状 (手指のしびれ,嘔 気など)を 認めることがあ
る。

生 ク手ン酸中毒 (低カルシウム血症)

大量投与によリカルシウムイオンの低下による雄
状 (手指のしびれ 嘔気など)を 認めることがあ
り,必 要な場合にはグルコン酸カルシウム等カル
シウム含有製剤を輸血実施静脈とは異なる餞脈か
らゆっくり静注する̂

学会案通り

4)ナ トリウムの負荷 主 ナトリウムの負荷 学会案通り

ア レルギー
応

時にアレルギーあるいはアナフィラキシ‐反応を
起こすことがある_  .

ユ_非 溶血性副作用

時ぃ 子ζ:嘉,倉FI,`ア
ナフ
17す

学会案通り

滸 規

D A30血 液型不適合綸血

合にL

幹 綱

ABO血 液型 不適 合の新曇演結 血縫 を使 用 Lて も lL

血』目J頭左動 B雛 に
よつて溶血が起こる可能性があるため、留意が必
要である」

6)瓢 セットの睫用
使用時には輸血セットを使用する_

11除→ 1)に 統合 学会案通り

おわりに

項 目 現行 学会案 事務局案

8

項 目 現行 学会案 事務局案

注意し,溶 血の可能性を考慮する。また,患者の
如 ,抗B抗 体価が極めて高い場合には,ABO血 液
型不適合i小 板輸血が無効のことが多いのt留
意すべきである。なお,赤 血球をほとんど含まな
い血小板濃厚液を使用する場合には,赤虫球の交
肇摘合試験を省略してもよし、

福組瑞H"革 渤r舞畷目諄む考層帯■■な粉 はAB0
血液型不適合の血小板濃厚液を使用する」この場
合 血小板濃厚液中の抗島 抗B抗 体による溶血
め可能性に注意する。また,感 者の抗ん 抗3抗
体価が極めて高い場合には,A30血 液型不適合血
小板輸血では十分な効果が効待できないことがあ
る。

一

IV新 鮮凍結血漿の格τ使用

項 目 現行 学会案 事務局案
6.使用上の注意 1)融解法

使用時には30～"℃ の恒温槽中で急速に融解し,
速やか 0時 間以内)に 使用する」なお,融 解時
に値温精中の非滅蔵め温水が直接パッグにヽ 籠す
ることを避けるとともに,パ ッグ破韻による細菌
汚染を起こす可能性を考慮して,必 ずビニール袋

に入れる。融解後にやむを得ず保存する場合には,
常凛ではなく2～6℃の保冷車内に保管する:保 存
すると不安定な盤固因子 (第V,Ⅷ 因子)は 急速
に失活するが,そ の他の凝固因子の活性は比較的
長い閲保たれる (表1)。

醤轟憔電霊彙を使用する場合iこは1綸血セットを

値星立五二使用時には30-37℃の恒温僣中で急速
に融解し,速 やか 0時 間以内)に使用する。な
螢

2ベルの剥脱を避けると
ともに,バ ング破韻による細菌汚染を起こす可能

隣意繁私鮮舞鷲F雑暑h廣多
～6℃の保冷庫内に保管する。保存すると不安定な
凝固因子 (第V,Ⅷ 因子)は 急速に失活するが,
その他の凝固菌子の活性は比載的長い間保たれる
(表1)。

υ 感染圧の伝播  ‐

新鮮凍結血漿はアルプミンなどの血漿分画製剤と
は異なり、ウイルスの不活化が行われていないた
め、血液を介する感染症の伝播を起こす危険性が

2)感 難 の麟               :

新鮮凍結血漿はアルプミンなどの血漿分画製剤と
は異なり、ウイル不の不活化が行われていないた
め、血液を介する感染症の伝括を起こす危険性が

学会案通り



項 目 現行 学会案 事務局案

で、治療には、第二世代のセフェム系抗生物質ま

上は全ニシリ2型 劉て塾塵ナるが、cefotaximeの

症侯鮮の発症 (単独投与33%vsア ルプミン併用
l幌 口 .0023と死亡率を低下する(単狙量与匹%
vsア ル プ ミン併用 1(魔 D-0.01)こ とが示 され た
0

参考文献
1) Runyon tt Jbnarenent Of Adtllt Patients

w■th AsciteS due tO Cirrhosis, Hepatolo“y

3 9 : 8 4 1 - 8 5 6 , 2 0 0 4

7 ) N E L I  l  e t  a l  R e v oたs a l  o f  T v b e  l
Hepatorenal    S繊 ●●●    ■ith    the

Adllinistration o■Midodrine and Ootreotide

Hepatol“y29:1690-1697.1999

う DuvOux C et.31.Effects of noradrenalin

and  albunin  in patients  ■ ith  tvDe  I

hepatorenal  l,ndro口o:  a  Di10t  Stlldv.

Hepatolo■y. 36 :374-80. 2002

4)Soit R et, al Effect of intravenous

albunin o■ren31 impairnent and●ortality

bacterial  peritonitis.N  En,1  l  led

1 0

項 目 現行 学会案 事務局案

差代償性肝荻変玉宙度の浮腫 ・腹水 ・胸水をきた
した場合はヾまず減塩 。水金劃顔を石T :ヽ五 ァル
ドステロン案とループ利尿薬を用いて治療する

期間の高張性アルプミ_ン製剤の静注がおこなわれ

多 いた め.通 常ナ トリウム の合 右 量 が少 ない高張

ヒ上アルプミ塑塑強艶固艶建艶Lル t立劉医薬
を使用する。効墨ユー過性であるため、漫然と藤
り返してはならなしヽ

髪吸塁菫壼重二重菫鹿適2訴 えるような難治
性腹永では腹永穿刺排液が適応となる̂ ~大量 r4L
以上)の腹水穿― の減少は る、

碁合は、肝移植、類静脈的肝内Fl脈大循愛シャン

上、腹腔静脈シ七≧■1自 家腹水濃縮薔静注法な
どを選択する。
肝腎症候群 rVepatorenal sttdr●●●)は 肝硬変

の未鶏ヾあるいは劇症肝炎などの肝不全状態に発
症する亀佳量不全をし≧うが、機能的な腎前性腎不
全で腎麟の組織には器質的 ・病理学的な変化は見
られな1ヽ急激に賢不全症状が進行する1型は不可
逆的に進行し、死亡490%以 上で、肝硬変の末期
の死因の一つである。I型の肝腎症候群の治療とし
て 、強心剤 とアル プ ミンの投 与が推奨 されてい る
"0

ま た、非代慣性肝硬 変 に合併す る特喘性 細菌性

予後が不良な病態である̀ 起 因菌はEc。 li.
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血液製剤使用適正化方策調査研究事業に係る企画書作成のための仕様書

1 事 業実施め趣旨

血液製剤使用適正化方策調査研究事業は、適正な輸血療法の実施及び血液製剤あ使
用適正化を推進し、以`血 擦製剤の安全性の確保,国内需給の推進に資する観点から、
医療機関において実施している積極的な取組を全国的に共有し、効果的な適正化推進
方策の普及を図るために必要な調査研究を行うことを目的とする。

2 事 業委託内容

次に掲げる事業を行うものとする

(1)当 該都道府県における医療機関の輸血療法委員会設置状況や効果的な血液製
剤使用適正化への取組等の把握

(2)組 織的かっ効果的な血液製剤使用適正化の取組

(3)適 正な輸血療法に関する普及 。啓発活動

3 事 業実施期間 (事業契約期間)

契約締結日から平成24年 3月 30日 (金)ま で

4 事 業委託予定額 (限度額)       ・
: 7,094千円 (消費税及び地方消費税額を含む。)
なお、採択1件あたりの予算額は約700千円である。
上記事業委籠予定額年、変動する可能性があり、変動後は遠やかに受託者に通知

する。

5 そ の他 (応募にあたっての留意事項).       :

(1)研 究の組織について

本事業の実施にあたっては、研究代表者を定めるとみヽに、「合同輸血療法委
員会設置要綱」を定ゅる等、委員会組織,枠組みをp/5準にすること。

(2)委 託費の管理及び経理について        ・

研究代表者は、その責のもと委託費の管理及び経理を行うとともに、厚生労働
省医薬食品局長と委託契約害を交わすものとする。
また、1事業終了後に精算払いの請求書を提出するものとする。
なお、予算項目等については卿1紙のとおりとする。

(3)平 成24年 4月 10日 までに事業実績報告書、平成24年 4月 30日 までに研
究響告書及びわかりやすい成果の概要歯 “ ラィド1枚稗度)を 提出する。
なお、これらの提出物は、ホームペァジ等にて公開することがある。

男lI紙

平成23年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業委託費予算項目一覧

(1)諸謝金             ‐

血液製剤使用適IEイヒ方策調査研究事業の事務、事業及び試験研究等を委嘱された

者又は協力者等に対する報酬及び謝金(調査、講演、執筆、作業、研究、協力等ぼ対す

る報酬及び謝金)                      、

※本研究事業に従事%者 に対する報酬及び謝金で腱 いことに注意Q 「

(2)旅費(職員旅費、外国旅費、委員等旅費)

【職員旅費】   ‐

① 常勤の職員に支給する調査、検査、指導、連絡監督及び護送等の旅費

② 常動の職員の研修、講習等のために支給する旅費

【外国旅費】  ‐

① 外国今の出張及び赴任並びに帰朝、帰国等の旅費

【委員等旅費】

① 顧間、参与の旅費

② 各種委員会、審議会、調査会、評議会等の委員長、委員、幹事、評議員、書記等
の出席

(3)消耗品費

① 各種事務用品(コピー用紙、罫紙、封簡、ファイル、筆記用具、文具用品類等)の

鋼  |                             |

② 事業用消耗品及び消耗材料の対価    .

事業用(試験、研究、検査、検定(実験、実習等)、医療用等の消耗器材:薬品

類、肥料、種苗、動物、植物、その他消耗品の対価‐

新聞、官報、雑誌、バンアレント類の図書(備品費として整理するものを除く。)の

椰                                .

その他短時日に消耗しないが、その性質が長期使用に適しなしヽ の及び器真機

械として整理し難いもののヽ 憔

③ 飼育動物の飼料の対価

(4)印刷製本費

① 図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳簿、バンフレット等の印nll代(用紙代含む)

② 図書、雑誌(書類、伝票、帳簿等の製本代、表装代



(5)通信運搬費  .

① 郵便料、電話料及びデ‐夕通信料等(電信電話架設料、電話加入料等を含む)

② 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃等  _    ‐

(6)借料及び損料                    |       .

器具機械借料及び採料、会場借料、物品等使用料及び損料、車両奪の借り上げ奪

(7)会議費                        :

会議用のお茶等の対価                  :

血液製剤使用適正化方策調査研究事業に係る企画書募集要領

総 則 :  ´
平成23年 度血液製剤使用適IE化方策調査研究事業に係る企画競争の実施に

ういては、この要領に定ゆる。

2 業 務内容

本平成 ?o年 度ユ液製剤使用適IE化方策調査研究事業の内容は、別添 Fュ液製剤使

用適正化方策調査研究事業に係る企画書作成のための仕様書」 (以下 「仕様書Jと い

う。)の とおりとする。

3 事 業実施期:間

琴約締結日から平成 21年 3月 30日 (金)ま で。

4 予 事額

業務の予算額は7,094千円 (消費税及び地方消費税額を含む。)以 内を予定してい

る。なゃ、採択 1件あたりの予算額は約700千円である。          、
また、上記委託金額はt変動する苛能性があり、変動後は速やかに受託者に通知す

る。

5 参 加資格

(1)都道府県ごとに組織されている地域医療の代表者及び医療機関の管理者

の委員から構成された 「合同輸血療法委員会」の研究代表者であること。

(2)国 をはじめとして、各地方公共団体等関係機関、関係団体との各種調整を円滑

に行うことが可能な者であること。           ′
(3)本事業の継旨を十分理解し、十分な調査結果を得ることが可能な者であること。

6 企 画競争説明書に対する賛間受付及び回答

(1)受 付先

〒10 0 - 8 9 1 6

東京都千代甲区籠が関1丁 目2番 2号

厚生労働省医薬食品局血液対策課総務係 担 当 :内野(滝 澤
TEL 03-5253-111・ 1(内 線2903)

FAX 03‐ 3507‐ 9064

(2)受 付期間 ‐■

平成23年 5月 23日 (月)ま でのlQ∞～18Ю0

等



(3)受 付方法

FAX`A4ヽ 様式自由)に て受け付ける.        1

(4)回 答         :

平成23年 5月30日 (月)までに企画競争参加者に対してFAXに て行う。

フ 企画書等の提出書類、提出期限等
(1)提 出書類                :

仕様書に基づい
■研郷計画書を (別!添)に 従って作成する。

① 平成 23年 度血液製剤使用適正イ2方策調査研究事業」研究計画書

②合同輸血療法委員会設置要綱等

③すでに綽織されている合同輸血療法委員会においては、そあ活動内容を示す
もの             '        、   '

(2)提 出期限等

① 提出期限

: 平成23年 6月 3日 (金)18時            |

② 企画書等の提出場所及び作成に関する問い合わせ先 ‐
6(1)に 同じ

② 提 出部数

各5部

④ 提出方法      ‐

郵送とする:

⑤ 提出に当た0て の注意事項
ア 提 出され■企画書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを
行うことはできない。また、返還も行わない。

| イ  提 出された企画書等は、提出者に無断で使用しない。
ウ ー 者当たり1件の研究計画書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場
合はすべてを無効とする。                 | |

工 虚 偽を罪載した研窄計画書等は、無効とする。
オ 参 加資格を満たさない者が提出した研究計画書等は、無効とする。
力 研 究計画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

8 評 価の実施             ‐

(1)「平成 23年 度血液製剤僅用適正化方策調査研究事業に係る企画書等評価基準」
に基づき、提出された企画書等について評価を行い、業務の目的に合致し、かつ

評価の高い企画書等を提出した10者 1邊 定し、契約候補者とする。その際、必
要|1応じ事業の実施に係る条件等を付する場合がある|       ‐

(2)評 価結果■、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。

0 そ の他

(1)企 画書の作成に用いる言語及び通貨はt日 本語及び日本国通貨とする。

(2)詳 細については仕様書に従 うものとする。



別 添

画書を提出する。

1.研 究課題名 :

平成23年 度 血 液製剤使用適正化方策調査研究事業 研 究計画書

平え
'年

_J _ _日
医薬食品局長 殿

住  所

所属機関

|  フリカ
゛
ナ

研究代表者 氏  名
TCL,FAX

E―mall

T

平成23年 度血液製剤使用適正化方策調査研究を実施したいので次のとおり研究計

2.経 理事務担当者の氏名及び連絡先

氏  名 _ニ ニ __
TEL

E―mail

(所属機関、TEL`FAX o E―lnail):

所属機関

3.合 同輸血療法委員会組織 (現時点では参加予定でもつ

釧 協 ②分担する研究項目 ③所属機関及び

現 在 の 専 門

(研究実施場所)

④所属機関

における

磁



研究の概要 5.代 表者又は応募する地域で血液製剤適正使用に関連して取り組んできた状況


